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産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会（第15回） 

-議事録- 

 

日時：令和８年４月２日（木曜日）13時30分～15時30分 

場所：経済産業省別館238各省庁会議室及びWeb開催（Microsoft Teams） 

議事録： 

 

○田岡保安政策課長  ただいまから、第15回保安・消費生活用製品安全分科会を開催さ

せていただきます。 

本日は、御多用の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

開会に当たりまして、事務局を代表して、技術総括・保安審議官の湯本から御挨拶を申

し上げます。 

○湯本技術総括・保安審議官  改めまして、技術総括・保安審議官の湯本でございます。 

本日は、新年度早々のお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

また、委員の皆様には、日頃から、経済産業行政、とりわけ我々の産業保安・安全行政

に多大なる御理解と御貢献いただいておりますこと、改めて御礼申し上げたいと思います。 

昨年度を振り返りますと、豪雨、台風、あるいは青森県東方沖の地震といったことがご

ざいまして、多くの震災があったわけですが、被災された方に心からお見舞い申し上げた

いと思います。 

経済産業省では、被災地域のなりわい再建に取り組んでおりますところですが、赤澤大

臣が呼びかけておりますけれども、天災は忘れる間もなくやってくるという認識の下で、

今日も議題に入っておりますが、次の災害に向けた事前防災、備えを着実に進めていきた

いと思っております。 

足元に目を向けますと、皆様、御案内のとおり、今般のイラン情勢を受けまして、国民

生活・経済活動を守るため、経済産業省では、石油備蓄の放出や、燃料費に対する緊急的

な激変緩和措置といった施策を講じているところでございます。原油のみならず、ナフサ、

あるいは、それから派生してまいります様々な工業製品がございますが、こういったもの

の安定供給の確保に向けまして、今、全力で対応しているところでございます。 

また、高市内閣では、危機管理投資を成長戦略の柱に掲げておりまして、これは我々の

産業保安・安全行政とも関係の深い投資分野だと思っておりますが、加えて、強い経済の
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実現に向けて、今、戦略づくりを進めているところでございます。 

本日の分科会では４つの議題を予定してございます。 

まず最初は、例年どおりですけれども、昨年度の１年間の各小委員会での取組状況の御

報告を、恐縮ですが、各小委員長からお願いしたいと思っております。 

それから、先月24日に閣議決定をしたところでございますが、今般の国会に、電気事業

法の一部を改正する法律案を提出してございますので、こちらの中身についても御説明を

させていただければと思っております。 

それから、産業保安分野におけます大規模地震対策の進捗について、事務局から御報告

を予定しております。 

そして、４つ目の議題ですが、前回、ちょうど１年前の本分科会で御議論していただい

たところですが、ⅮⅩ、ＧＸ、経済安全保障の要請といった直近の様々な動きがございま

したが、中長期目線の問題提起ということで、エネルギー需給構造や人口構造の変化など

を踏まえて、中長期的な保安の在り方について、この１年間、検討を進めてまいりました。

自主保安の考え方の下で、保安レベルを向上させるための投資が適切に行われることで経

営の持続可能性も高まりますし、さらなる投資によって、保安レベルがさらに持続的に向

上していく。このような好循環につながることを意識しながら、将来を見据えた制度的対

応と、事業者による人的・物的投資の促進といったものを一体的・戦略的に進めていきた

いと考えております。 

こうした中長期的な安全確保の取組の方向性につきまして、本日は、様々な観点から御

意見・御指摘を頂ければと考えております。 

限られた時間ではございますが、皆様から忌憚のない御意見を賜れると幸いでございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○田岡保安政策課長  ここからの議事進行は、大谷分科会長にお願いできればと存じま

す。 

○大谷分科会長  本日は、お足元の悪い中、お集まりいただきまして、ありがとうござ

いました。よろしくお願いいたします。 

まず、事務局から、会議の定足数、議事の取扱いについて、報告をお願いいたします。 

○田岡保安政策課長  承知しました。 

本日は、19名中、16名の御出席を頂いており、定足数を満たしております。 

なお、白坂委員、菅原委員、田村委員は、本日、御欠席となります。 
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本分科会の委員及びオブザーバーは、配付した委員名簿のとおりでございます。 

今回、新たに本分科会の委員に就任された方々を御紹介させていただきます。 

まず、東京大学大学院情報学環／生産技術研究所教授・大原美保委員でいらっしゃいま

す。 

○大原委員  大原と申します。よろしくお願いします。地震や水害などの自然災害のリ

スク評価や災害対策などの研究を行っております。 

○田岡保安政策課長  よろしくお願いいたします。 

続きまして、特別民間法人高圧ガス保安協会会長・加藤洋一委員でございます。 

○加藤委員  ありがとうございます。高圧ガス保安協会の加藤でございます。自主保安

の推進を旨とする団体ということでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○田岡保安政策課長  続きまして、国立研究開発法人産業技術総合研究所安全科学研究

部門長・蒲生昌志委員でいらっしゃいます。 

○蒲生委員  産総研の蒲生と申します。化学物質政策小委員会の委員長を務めておりま

す。 

私の部署、安全科学研究部門というところは、私自身は化学物質分野ですが、水素ガス

といったフィジカルハザードのこともやっておりまして、今日、半分勉強させていただき

たいというところであります。 

○田岡保安政策課長  続きまして、オンラインから御出席の公益社団法人日本消費生活

アドバイザー・コンサルタント・相談員協会理事、中部支部副支部長の北川住江委員でい

らっしゃいます。 

○北川委員  初めまして、北川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

私どもの団体は、行政、事業者、消費者、この三者間のかけ橋となるような活動をして

いる消費者団体でございます。勉強させていただきながら、少しでもお力になりたいと思

って参加させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○田岡保安政策課長  続きまして、横浜国立大学総合学術高等研究院上席特別教授・三

宅淳巳委員でいらっしゃいます。 

○三宅委員  三宅です。どうぞよろしくお願いいたします。私は火薬小委員会の委員長

を仰せつかっております。私は、安全工学・リスク分析学等を中心に研究を行っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○田岡保安政策課長  よろしくお願いいたします。 
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なお、本日の分科会はYouTubeにて公開されており、一般の方も傍聴可能となっており

ます。 

事務局からの説明は以上でございます。 

○大谷分科会長  それでは、議題に入りたいと思いますが、時間の都合もありまして、

まず、議題１から４について説明していただきまして、その後、討議に入りたいと思いま

す。討議の時間では、委員の先生方に順番に御発言いただくことになっておりますので、

少し考えておいていただけるとありがたいかなと思います。 

それでは、議題に入らせていただきまして、まず、議題１の「保安・消費生活用製品安

全分科会における各小委員会の活動状況について」、それぞれの小委員会の委員長より御

報告いただきます。１つの小委員会当たり４分以内で発言をお願いするということでござ

いますので、よろしくお願いします。 

それでは、高圧ガス小委員会から、資料の順番でよろしくお願いいたします。 

○辻（裕）委員  高圧ガス小委員会の委員長の辻です。 

 それでは、令和７年度の開催状況について報告します。 

令和７年度は３回開催しております。 

順に説明していきますと、まず、４月24日は４項目審議しました。 

まず、「制度整備・運用見直し等の取組状況について」ということで、内容的には、水

素出荷設備を併設する水素ステーション、それから、新たな補修方法の検討ということで

あります。 

２番目が「高圧ガスの保安に係る注意喚起について」ということで、内容は、まず、昨

年５月の建築工事現場でのアセチレンガスの放置容器による爆発事故の件です。それから、

インターネット通販等の高圧法関連製品ということで、インターネットでいろいろなもの

が買えるようになっている現状についてです。 

次が「民間規格評価機関の評価について」ということで、これは保安に民間規格を活用

しようということで、その民間規格を評価する民間規格評価機関が適切に評価しているか

を経産省で確認して、それを小委員会に報告する。これは令和６年度についての話です。 

それから、「その他の高圧ガス保安政策の動向について」ということで、これは水素ス

テーション絡みが多いですが。規制改革やＧＸ産業立地というところが議題になりました。 

次が12月４日で、３項目ありますが、「冷凍設備の保安対策について」ということで、

冷凍事業所の事故分析ということです。それから、フロンの事故報告の見直し等というこ
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とで、人的被害がない場合は、事故報告対象外にするといった話です。 

続いて、「制度整備・運用見直し等の取組状況について」ということで、水素用の水電

解発生装置に係る規定整備、それから、冷媒ガス変更に係るルール整備といった内容です。 

次が「高圧ガス設備の地震対策等について」ということで、液状化対策の指針を作成し

たので、活用してほしい。それから、サイトスペシフィック地震動の活用ということで、

これは耐震性能の評価で、告示化されたということです。それから、津波被害対策という

ことで、南海トラフを対象にした話が出ました。 

３月11日は５項目並んでいます。 

まず、「制度整備・運用見直し等の取組状況について」は、充填容器等の温度管理の性

能規定化、それから、免状のプラスチック化ということです。充填容器の温度管理は、現

行では40℃を超えないように管理しましょうということですが、これを性能規定化して、

超えなくていいということではないのですが、ガスの種類に応じて、きちんと管理しまし

ょうということになります。 

次が「高圧ガス事故の状況、重大事故及び法令違反件数の報告について」で、これは令

和７年の内容です。 

次が「民間規格評価機関の評価について」で、これは令和７年度についての話です。 

それから、新認定の認定状況は、一昨年くらいから始まった新たな認定制度の下での認

定状況、それから、令和８年度の審査スケジュールです。 

それから、「産業保安を巡る環境変化を見据えた中長期的な安全確保に向けて」という

ことまでが令和７年度の審議事項です。 

令和８年度の審議事項は、記載の３項目を予定しております。 

以上です。 

○大谷分科会長  ありがとうございます。 

それでは、ガス安全小委員会、澁谷委員、お願いします。 

○澁谷委員  ガス安全小委員会について、澁谷から御報告させていただきます。 

ガス安全小委員会では、「ガス安全高度化計画」を定めまして、消費・供給・製造の各

プロセスにおいて目指すべき目標を定めて、それに向かって、行政並びに事業者が一体と

なって目標を達成するためのアクションプランを作成して、それの推進を進めてございま

す。 

「ガス安全高度化計画 2030」は2020年に策定されまして、令和７年度は2025年という
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ことで、ちょうど折り返し地点になりますので、そこで一度、現時点での状況を振り返っ

て改訂を行うことが、令和７年度の大きな活動になります。 

ガス安全小委員会といたしましては、12月３日に第32回を開催して、その見直しの方向

性のコンセンサスをある程度取りまして、３月９日の第33回は「『ガス安全高度化計画 20

30』の改訂について」ということで、先月の３月30日に改訂版を公開したところでござい

ます。 

また、「首都直下型地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関するガス工作物の

耐性評価等について」ということで、こちらは後ほどの資料でも出てくる議題でございま

すが、ガス工作物を所持している事業者の耐性評価を委員会で確認いたしまして、現状、

問題がないことを確認してございます。 

もう一点、これは年度初めには予定しておりませんでしたが、12月３日のガス安全小委

員会の次の日の12月４日に、山口県宇部市で都市ガスの低圧導管におけるガス圧力異常事

象が発生いたしました。こちらはメディアでも放映されて、社会的影響が比較的大きかっ

た供給支障ということで問題になってございました。こちらについて、省令変更を伴うと

ころもございましたので、前回までに設置を決めてございましたガス技術審査ワーキング

グループ、これは本来、主に水素等の新しいシステムの特認等を審議するためのワーキン

ググループとして設置したものだったのですが、このワーキンググループで、この山口県

でのガス圧力異常事故の報告を受けて、その審議を行って、行政としての対応を審議して

おります。こちらは令和８年の２月19日に行っておりまして、３月９日のガス安全小委員

会でその結果の報告を受けて、その内容について承認をしたといった流れになってござい

ます。 

残りの活動といたしましては、第33回の４ポツ目に書かれてございますとおり、「ガス

関連制度の見直し等」ということで、主任技術者の試験手数料の見直しや、水電解装置に

係るガス工作物技術基準解釈例の整備の方向性等について、あと、カードのプラスチック

化ということで、今の時代からすると、ちょっと遅いかなというところもございますが、

こういうところの見直しの審議を行ってございます。 

あと、例年の立入検査と2026年度の重点項目を定めたところでございます。 

令和８年度の審議事項といたしましては、昨年度策定いたしました「ガス安全高度化計

画 2030」のアクションプランに、各実施主体がしっかり取り組んでいるかというところ

のフォローアップと、令和７年度でも議論が行われている、今日の最後の議題でもござい
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ますが、中長期の安全確保についての審議を引き続き行っていくことを予定してございま

す。 

ガス安全小委員会の次の目標は、「ガス安全高度化計画 2040」をつくるということで、

実は、この中長期的な安全確保についての内容がかなり早い段階で反映されなければいけ

ないというところもございまして、議論を活性化させているところでございます。 

 私からは以上です。 

○大谷分科会長 ありがとうございます。 

それでは、次の液化石油ガス小委員会は、私が委員長をやっておりますので、こちらの

説明をさせていただきます。 

令和７年度は、ガス安全小委員会と同じで、液化石油ガスに関しても「安全高度化計画

 2030」がございますので、それについて、12月25日に中間評価及び見直しの方向性につ

いて検討して、３月10日に改訂について審議したということになっております。 

高度化計画は大体目標を達成していまして、事故件数などはかなり減ってきていまして、

ある程度底を打っているような感じのところがありまして、急激な削減が見られる状況で

はないということで、若干上下を繰り返しているような感じのところがありまして、目標

値を少しオーバーしているという現状にあります。そうはいっても、そのあたりは何か手

を打たなければいけないということで、どうしようかということの検討をして、改訂を行

うということでございます。 

３月10日の２番目のポツのところも、ガス安全小委員会と同じようなものが上がってお

りますが、液化石油ガス設備士免状等、まだ紙のものがありますので、これのプラスチッ

クカード化をしなくてはいけないといったことがあります。 

あと、令和６年の能登半島地震を踏まえて、ＬＰガス災害対策マニュアルの改訂が上が

っておりますが、近年、大きな地震が起こりますと、地滑りなどによって、ガスボンベが

被害を受けることがありますので、そのあたりも踏まえたマニュアルが必要だということ

でございます。 

最近、自然災害の激甚化がございまして、洪水で流されたとか、最近、こんなことが起

こるのだと私自身が驚いた例では、積雪がすごくありますので、屋根から雪が落ちてきて、

それに起因するガス漏れ事故が起きているということでございますので、対策マニュアル

もそれに応じた形で改訂していかなくてはいけないということになっているかと思います。 

あと、「2025年度立入検査の実施状況及び2026年度立入検査の重点事項について」とい
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うことで、2026年度、どういうところを重点的に立入検査すべきかといったことの議論を

したということです。 

令和８年度の審議事項の予定としては、ガス安全小委員会と同じですが、高度化計画に

基づいて、取組状況をフォローアップするということが上がっております。 

液化石油ガス小委員会は以上でございます。 

続いて、電力安全小委員会、白井委員、お願いいたします。 

 

○白井委員  電力安全小委員会の白井でございます。 

 令和７年度の審議事項は、そこに示させていただいているとおりなのですが、まず、委

員会では、「太陽電池発電設備等の発電設備を巡る保安上の課題と対応の方向性」につい

て、ずっと議論を行っておりまして、本年３月に取りまとめを行いました。保守管理の徹

底はもとより、製造事業者等の協力を得るための制度整備、あるいは構造安全性の確認に

ついての制度整備が必要なこと、あるいは、将来を見据えた対応として、高経年化の設備

が増えています。それから、ペロブスカイトの太陽電池等の新しい点検方法の検討などが

必要なことを提言しております。 

また、本年３月12日の電力安全小委員会では、環境変化を見据えた中長期的な安全確保

に向けた議論をキックオフしております。 

それから、ワーキンググループを２つ開催しておりまして、まず、電気設備自然災害等

対策ワーキンググループでは、風力発電所のブレードの破損事故、水力発電所の水圧管路

の破断事故について、原因究明及び再発防止対策の検討等を行いました。 

そのほか、林野火災への対応、事前伐採を促進するなどの議論を行いました。 

それから、地震関係で、南海トラフ、首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震に係る電気設備等の耐性評価について、議論を行ってきております。 

もう一つ、電気保安制度ワーキンググループでは、電気保安人材をめぐる対応状況及び

現状並びに今後の課題について、議論を行ってきております。 

それらを踏まえまして、引き続き、来年度、令和８年度では、中長期的な電気保安への

対応や大規模地震に係る耐性評価等、議論を深めてまいりたいと考えております。 

以上、電力安全小委員会からの報告を終わります。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、二酸化炭素貯留事業等安全小委員会ということで、山田委員長、お願いしま
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す。 

○山田委員  二酸化炭素貯留事業等安全小委員会委員長の山田と申します。 

本小委員会では、ＣＣＳ事業法の保安措置について、検討を進めてまいりました。ＣＣ

Ｓ事業は、探査・試掘・貯留の順番で進行しますが、ＣＣＳ事業法は、令和６年５月に公

布されました後に、この順番で段階的に施行されておりまして、今年５月に完全施行とな

ります。既に施行済みの試掘事業に関して、昨年11月から北海道・苫小牧沖で、ＣＣＳ事

業法の下で初めてとなる試掘事業が開始されているという段階に進んでおります。 

この１年でありますが、数年後に開始が見込まれる導管輸送事業について、保安措置全

体の検討を進めてきました。 

具体的には、昨年７月10日の小委員会で、作業監督者及びその要件や工作物の技術基準

などについて審議しましたほか、ＣＯ２の地下貯留の保安措置に関するガイドライン案を

取りまとめております。これに基づきまして、貯留事業者には、ＣＯ２の貯留によって、

遮蔽層、あるいは単層等の地下構造に悪影響を及ぼさないように、ＣＯ２の挙動シミュレ

ーションや圧力などのモニタリング、異常時における適切な措置等を求めていくというこ

とであります。 

２回目の昨年10月９日の小委員会では、保安規程で定める内容、明確に対象になる工事

について審議いたしましたほか、導管輸送において、万一ＣＯ２が漏えいした場合の高濃

度化防止措置についての議論を行っております。ＣＯ２による人への健康影響は、一定濃

度のＣＯ２に一定期間さらされることによって引き起こされるという特性があり、また、

プロジェクトごとに輸送時における圧力経路や周辺環境が異なるということがありますの

で、万一漏えいした場合の人への健康影響はそれぞれ異なってくることから、これはプロ

ジェクトごとにリスク評価を実施することが必要だろうということで、詳細は、ワーキン

ググループを設置して検討することとなっております。 

そのワーキンググループでありますが、昨年10月に立ち上がりまして、ガス安全小委員

会委員長でもある澁谷先生に座長に御就任いただいております。 

これまで２回、10月24日、２月５日に開催しておりまして、漏えいシミュレーションを

用いたリスク評価手法の検討を進めています。また、ＣＯ２特有の措置として、防食、水

分除去、高速延性破壊防止等についての検討を深めているという段階であります。これら

の検討結果が、今後、技術基準を満たすための解釈例として取りまとめられるものと承知

しております。 



- 10 - 

 

冒頭申し上げましたとおり、本年５月にＣＣＳ事業法完全施行となりますので、それま

でに、これまでの検討結果を踏まえて、技術基準省令と施行規則が制定されるという運び

になりますが、その運用に不可欠な解釈例、ガイドラインの検討について、今後も継続し

て進める予定であります。 

私から以上です。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、続いて、火薬小委員会、三宅委員、お願いします。 

○三宅委員  火薬小委員会委員長・三宅です。 

本小委員会においては、火薬類の取扱いにおける技術基準、あるいは関係法令における

火薬類の保安に関する重要事項を調査・審議することとしています。 

令和７年度におきましては、小委員会は２回開催いたしまして、昨年12月におきまして

は、地方自治体からの提案を受け、保安検査の基準日の見直しについて御審議・御承認い

ただきました。 

これは、従前は、前回の保安検査から１年以内などに保安検査を受ける必要がありまし

たが、今回の見直しによりまして、前回の保安検査から１年が経過した日を基準日として、

その前後１か月以内に保安検査を受けた場合には、基準日に受けたとみなされるというこ

とになります。 

また、軽微な変更の工事につきましては、火薬庫では認められていない出入口や窓の取

替えの工事等について、軽微な変更の工事として追加すること、並びに、ＪＩＳの改正に

伴いまして、避雷装置の技術基準を定める告示の改正について御審議・御承認いただきま

した。 

これらの措置が実現することで、事業者の負担軽減、あるいは、自治体が行う事務の効

率化がより一層図られるものと期待するところであります。 

続きまして、３月に開催いたしました第19回ですが、こちらでは、昨年８月、横浜みな

とみらいでの花火大会の火災事故をはじめ、煙火消費中の事故が増加しているという状況

を踏まえまして、煙火の消費の技術上の基準の見直しについて御審議いただきました。 

この事故については、関係機関において、現在も捜査が継続中でありまして、原因が確

定したものではありませんが、異常事象が発生した場合の煙火消費の中断や初期消火の努

力義務など、今回の事故を教訓として対応してほしい旨、議論して、御承認を頂いた次第

です。 
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また、負傷事故、あるいは、火災が発生している動物駆逐用の煙火について、例えば、

点火後速やかに安全に投げることや、使用後の散水等について、火災を防止するための措

置を講ずることなどについて、動物駆逐用の煙火に特化した消費基準の新設について、御

承認を頂きました。 

さらに、これまで事故は発生していないものの、煙火の消費と無人航空機、いわゆるド

ローンの飛行との共演が増えていくことを見据えまして、無人航空機が飛行する場合の煙

火の消費基準の見直しについても御承認を頂きました。これらについては、現在、関係法

令の改正に向けた詳細を検討中と伺っております。 

その他、火工品検討ワーキンググループにおきましては、火薬類取締法の適用除外に当

たる火工品の新規指定案件に関して検討を行いまして、評価の結果、新しい火工品の指定

に関して、合計５件について御審議・御承認を頂きました。これらはいずれも既に告示済

みとなっているところです。 

特則検討ワーキンググループですが、こちらについては、2025年度に１回開催して、合

計２か所の特則が承認されたということになっております。 

令和８年度につきましては、御覧のとおりですが、引き続き、火薬小委員会や各ワーキ

ングでの審議を通じて、火薬類の保安行政に貢献してまいりたいと存じます。 

火薬小委員会は以上です。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、製品安全小委員会、早川委員、お願いします。 

○早川委員  製品安全小委員会委員長を務めております早川でございます。 

令和７年度につきましては、３回、小委員会の会合を開催させていただきまして、その

うちの２回は、消費経済審議会製品安全部会との合同開催でございました。 

実は、この年度の前に製品安全４法が大幅に改正されまして、令和７年度につきまして

は、改正された製品安全４法の具体的なエンフォースについて、しっかりと見ていくのが

役割だったように考えております。 

前提としまして、近時においては、海外から我が国に直接に危険な製品が流入してしま

う。しかもそれは日本のネット事業者等を通さずに、消費者が直接買ってしまうような現

象が多々見られるようになっています。 

その一方で、子供の玩具等で窒息事故などが発生してしまっているので、それについて

の対策が急務となっておりまして、その２点において、製品安全４法が改正されたという
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のがこれまでの歩みでございまして、具体的には、海外事業者に関しまして、国内管理人

の選任を義務づけて、何か問題があった場合には、国内管理人にすぐ連絡がつくように体

制を整える。あるいは、子供用の特定製品につきましては、「子供ＰＳⅭマーク」という

赤ちゃんの顔が描かれているようなマークをつけて、こういったマークがついているもの

については、しっかりと事業者に対応を促すことが求められました。また、こういったも

のの違反については、氏名の公表制度も整備されたわけです。 

これを前提に、令和７年９月30日、令和８年１月２日、３月19日の３回にわたりまして、

そのエンフォースメントの状況、準備状況について確認していったのが、この小委員会の

今回の大きな役割だったと考えております。 

幸いにも、国内管理人の選任に関しましては、順調に手続を進めてくれている海外事業

者、我が国をマーケットにしている事業者が少なからずございまして、また、乳幼児の玩

具製品につきましても、ベビーベッドだけではなくて、乳幼児用ベッドガードやベビーカ

ーなど、危険性が考えられるものについても対象として考えていく。そのような形で、エ

ンフォースメントがしっかりと行われていることについて確認させていただきました。 

また、モバイルバッテリー関連事業者へのヒアリングでございますが、皆様、御案内の

ように、モバイルバッテリーは今、非常に危険性が指摘されておりまして、火災事故等も

起こっております。これにつきましても、実際に事業者を会合に呼びまして、いろいろな

御説明や取組などをお聞きしたことも特筆すべきことだと思います。 

また、「ＮＩＴＥ」と言われている機関がございまして、製品で、こういったことにな

ると、このような事故が起きますよという再現ビデオを実際にテレビでやっていただいて

いまして、それが視聴者の方々、ひいては消費者の方々に非常に効果を発揮しているので、

その取組についても改めて御説明をし、情報交換などもさせていただいたということでご

ざいます。 

令和８年度に関しましては、こちらにありますが、製品安全に関する取組を引き続き行

っていくことを我々も注視していきたいと思っておりますし、また、細かな点についての

技術基準解釈通達の整備についても注視していきたいと思います。 

３分57秒ですので、こちらで終了させていただきます。 

○大谷分科会長  ありがとうございます。 

それでは、最後になりますが、化学物質政策小委員会、蒲生委員、お願いします。 

○蒲生委員  化学物質政策小委員会の委員長の蒲生です。今年度の取組について御報告
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させていただきます。 

主な審議事項は３点になります。 

１点目は、化学物質政策小委員会の活動でして、化学物質管理に関する国内外の動向等

の報告、化学物質管理をめぐる環境変化等への対応に関する検討内容の紹介を通じて、中

長期的な視点を踏まえた議論を行ったというものになります。 

２点目は、制度構築ワーキンググループにおける活動でして、化学物質審査規制法の平

成29年度改正の施行状況について、令和６年度から評価等行ってまいりましたが、その結

果について、昨年７月に報告書をまとめて公開したというものになります。 

３点目は、フロン類対策ワーキンググループの活動でして、フロン排出抑制法の令和元

年改正法の施行から５年が経過したことを受けまして、その施行状況の点検等を開始した

というものになります。 

令和８年度の取組としましては、化学物資政策小委員会におきまして、化学物質管理を

めぐる環境変化等への対応を踏まえた取組状況の紹介、フロン類対策ワーキンググループ

におきましては、フロン排出抑制法に係る施行状況の点検結果及び課題の取りまとめを行

う予定でございます。 

以上、報告とさせていただきます。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。８つの小委員会から御報告いただきました。 

続きまして、議題２に進ませていただきまして、議題２「電気事業法の一部を改正する

法律案について」、事務局より説明をお願いいたします。 

○前田電力安全課長  電力安全課長をしております前田と申します。 

それでは、資料２について御説明申し上げます。 

先ほど白井委員長から御紹介がございましたように、電力安全小委員会で、太陽電池発

電設備等の発電設備をめぐる保安上の課題と対応の方向性についておまとめいただきまし

た。その内容を反映させまして、法律案といたしまして、先週の３月24日に閣議決定をし

てございます。 

おめくりいただきまして、２ページでございます。 

法律案の全体像ということでございますが、上段、青い部分、右側に「電力需要の増

加」という文字がございます。こうしたことを大きな背景といたしまして、箇条書きの２

つ目でございますが、電力の安定供給の確保、そしてエネルギー安全保障を推進するべく

という観点から、下側に３つほど３色で書かれてございますが、大きく３本立ての内容に
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なってございます。 

１つ目が「大規模送電線・大規模電源の整備の促進等」ということでございます。 

２つ目が「電気事業の安定的・持続的な発展のための環境整備」ということでございま

す。 

３点目が、保安の関係でございまして、「太陽電池発電設備等の安全性の向上」という

ことでございます。 

３点目については、大きく２つの項目に分かれてございます。 

１つ目は、太陽電池発電設備に関する内容でございまして、発電設備で見ますと、太陽

電池発電設備は事故件数が一番多いという状況になってございます。 

事故の形態の大きな１つといたしましては、風圧等に耐える技術基準があるわけですが、

これ以下の風圧で飛散等が起きまして、場合によっては民家等を破損しているような事故

が起きてございます。こうした事故を防ぐ観点から、今般新たに、第三者機関による工事

前の技術基準適合への確認を入れるという措置をしていきたいと考えてございます。詳細

は、後ほど御説明いたします。 

２つ目は、製品・施工不良等、設置者のみでは原因究明・再発防止等が困難な場合に、

製造・輸入販売事業者、工事業者に協力を求める措置を講じるというものでございます。 

３ページを御覧いただければと思います。 

電気事業法における保安規制につきましては、左側にございます「技術基準への適合維

持義務」、そして、上側のバーにございますように、「保安規程」、「主任技術者の届出」と

いうところを大きな柱にしながら、設置者が電気工作物の工事・維持・運用に係る責任・

義務を履行していくような法体系になっているところ、赤字になっている部分を補完して

いくという措置でございます。 

４ページを御覧いただければと思います。 

１つ目は、「太陽電池発電設備の構造安全性の強化」というところでございますが、下

側に、出力を境目にしまして、現在の制度を黒文字で示してございます。赤い字が、今度、

新たに措置事項として提案している内容のものでございます。 

2,000kW以上につきましては、従来では、工事の前に工事計画の届出をしていただくこ

とになってございます。２MWを切りますと、右下でございますが、使用開始の前に自己確

認の結果を出していただくという制度になってございます。 

ところが、先ほど御紹介いたしましたように、基準以下での風圧等での事故が起きてい
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るという状態なものですから、安全性をより向上させる観点から、工事の前に適合性確認

をすることを新たに講じてまいりたいと考えてございます。土木建築の専門性を有する第

三者機関を想定してございます。 

５ページを御覧いただければと思います。 

２点目の措置でございますが、「製造事業者等の協力を得るための措置」ということで

ございまして、事故が起きると、設置者が事故原因の究明、再発防止に当たるわけですけ

れども、その際に、製造事業者等にお問合せをしていくということが起きます。ところが、

こうした調査におきまして、時間が非常にかかる等、滞るような事例も存在しているのが

実態でございます。こうしたことから、製造事業者・輸入販売事業者・工事業者におきま

しては、設置者の求めに応じ、協力するよう努めなければならないという措置を講じてま

いりたいと思います。 

その上で、関係者の協力が得られない、支障がある場合につきましては、勧告や公表を

可能とすること、それから、関係事業者への報告徴収、立入検査、電気工作物の提出命令

を可能とするような措置も併せて講じてまいりたいと考えてございます。 

以上が、保安関連の今般の法改正の内容部分でございます。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

続きまして、議題３に進ませていただきまして、議題３「産業保安分野における大規模

地震対策について」ということで、こちらも事務局より説明をお願いいたします。 

○田岡保安政策課長  承知いたしました。 

それでは、資料３をお願いいたします。大規模地震対策の関係でございます。 

右下の２ページでございます。 

南海トラフ地震と首都直下地震の対策に関する基本計画が平成26年に策定され、10年超

が経過することから、被害想定や基本計画などの見直しが行われ、南海トラフ地震は令和

７年７月までに被害想定と基本計画が、首都直下地震は令和７年12月に被害想定が見直さ

れました。 

また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の対策につきましても令和４年に基本計画が

策定されました。昨年12月には青森県東方沖地震が発生し、震度６強を観測し、北海道・

三陸沖後発地震注意情報が発表されたところです。 

これらの動きを踏まえ、電気、都市ガス、高圧ガス分野において、地震への耐性評価や

対策等の審議を各分野の小委員会等で行いましたので、報告させていただきます。 
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次のページの３ページをお願いいたします。「各分野での対応状況」でございます。 

まず、電気についてですが、南海トラフ地震対策では、昨年６月に電気設備自然災害等

対策ワーキンググループで議論を開始し、本年１月にも同ワーキンググループにおいて、

業界団体からの耐性評価の結果と復旧迅速化策の報告を受けました。 

中央防災会議の、新たな知見に基づいて想定される震度の分布や津波の高さなどの公表

を受けて、例えば火力発電につきましては、燃料油タンク、ＬＮＧタンク、ボイラー、タ

ービンあたり、また、水力発電用のダム、送配電施設として、17万ボルト以上の架空送電、

地中送電、変電設備などにつきまして、それぞれ耐性評価が行われました。 

首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策につきましては、本年１月のワ

ーキンググループにおいて、検討を開始したところでございます。 

次に、都市ガスについてでございます。 

南海トラフ地震対策につきましては、昨年12月のガス安全小委員会で、また、首都直下

地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策につきましては、本年３月の同小委員会

において、業界団体から、主要ガス工作物の耐性評価と早期復旧対策の報告をそれぞれ受

けました。 

基本的に、ＬＮＧタンク、気化器、ガスホルダー、高圧・中圧ガス導管の部分につきま

しては、主要な施設として、震度７クラスの地震に耐えられるよう設計しており、また、

低圧のガス導管につきましては、一部に、ポリエチレン管の切替えが終わっておらず、非

耐震導管が残っておりますので、揺れの大きさに応じて、一度供給を停止した上で、早期

復旧に向けた対応を取ることとしております。 

高圧ガスにつきましては、３つの地震に共通いたしますが、昨年12月の高圧ガス小委員

会におきまして、私ども経済産業省から、コンビナートが立地する地区について、耐震設

計におけるサイトスペシフィック地震動の活用や高圧ガス設備の液状化対策、南海トラフ

地震の津波避難対策特別地域の認定事業所における津波被害対策の取組状況を報告いたし

ました。 

具体的には、計器室や重要設備の浸水対策、電源喪失対策、容器の流出への対策、さら

には、地域単位での堤防の強化などの対策が進められることが把握されました。 

今後の予定でございますが、電気や都市ガスは、審議結果を踏まえ、後日、取りまとめ

予定、高圧ガスにつきましては、制度の見直しや対策の周知、横展開等を実施する予定で

ございます。 
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次のページ以降は参考資料でございます。参考資料として、３つの大規模地震の概要、

電気・都市ガス・高圧ガスの関係委員会等での報告内容のポイントを抜粋しておりますが、

説明は、時間の関係上、割愛させていただきます。 

資料３につきましては以上でございます。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

続きまして、議題４の「産業保安を巡る環境変化を見据えた中長期的な安全確保に向け

て」につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

○山瀨調整官  資料４の説明をさせていただきます。 

 ３ページ目を御覧いただけますでしょうか。 

 「これまでの経緯」ということで、昨年の３月、この分科会におきまして、今後の安全

確保に向けた課題と視点を整理ということで、３点の視点を提示させていただきました。

視点の詳細は４ページ目にございます。昨年、御参加ではない皆様方、よろしければ、こ

ちらを御覧いただけたらと思います。 

こちらをもちまして、事務局で、電気、都市ガス、高圧ガス及び鉱山・ＣＣＳ分野を書

かせていただいていますが、大きくこの４つの分野に関しまして、事業者に実態調査をさ

せていただくべく、アンケートを取らせていただきました。統計上、保安という分野は企

業の一部であることが多くございまして、データがないこともありまして、このようなこ

とをさせていただいた経緯がございます。 

あわせて、関係事業者の皆様方や学識有識者の皆様方からヒアリングをさせていただく

など、させていただいているところでございます。 

それから、３月、各小委、中央鉱山保安協議会におかれまして、それぞれの分野の目指

すべき保安の方向性、中長期的課題と取組例などを御議論いただいているところでござい

ます。 

アンケートを、それぞれの分野、小委の皆様方、御覧いただいているかと思いますが、

今日、こちらの場では、それに併せまして、今回、横並びといいますか、全業種の分析も

行ってございますので、そちらの御紹介、それから、各分野で御議論いただきました方向

性と課題に関しまして、共通事項があると思ってございまして、こちらに関しまして説明

をさせていただきたいと思ってございます。 

それでは、続きまして、アンケートのほうを説明させていただきます。６ページ目を御

覧いただけたらと思います。 
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本日、オブザーバーで御参加の皆様にも御協力いただいたと思ってございます。ありが

とうございました。 

調査期間に関しましては、書かせていただいているとおりでございます。 

それから、調査項目、対象となる人材の定義も書かせていただいてございます。 

これらをもちまして、７ページ目、８ページ目、９ページ目から13ページまでが調査の

結果になってございます。 

かいつまんで紹介をさせていただきますと、まず、７ページ目に関しましては、各保安

人材の年齢構成の調査結果を出させていただいてございます。こちらは保安の全業種では

なくて、全国平均になってございます。 

こちらを見比べていただけたらと思うのですが、比べて、50歳以上の割合が低い傾向に

なってございます。これだけを聞くと、いい結果に思われるかもしれないのですが、後ほ

ど出てまいります「離職」のところで、分野によっては、若手の方が多く辞めていらっし

ゃるところがございます。「離職」のページは９ページ目でございます。 

例えば電気であれば、「29歳以下が一番多い」という回答をした企業様が大体54％と非

常に多くなってございまして、逆に鉱山などは、「特に特定の年代に偏りはない」という

結果も出てございます。 

すみません。ページが戻りまして、「採用」のほうをさせていただきます。８ページ目

でございます。 

採用活動における課題として、「応募者の絶対数が少ない」という回答が一番多くござ

いました。圧倒的で、800件ということになってございます。 

それから、計画達成状況、新卒がどれだけ採れているかということもお答えいただいて

ございますが、100人以下の企業様に関しましては、計画の達成割合が非常に低くなって

ございます。 

また、10ページ以降、技術の調査をさせていただいてございまして、こちらに関しまし

ては、大企業、中小企業（1,000人規模以下）のところで結果を分けてございます。 

また、傾向も大きく２つに分かれてございまして、大規模事業者のところに関しまして

は、10ページ目の上のほうですが、「書類の電子化・ペーパーレス化」、「IoTセンサーやカ

メラによる遠隔・常時監視」等々が高い割合になってございますが、逆に中小企業では、

「書類の電子化・ペーパーレス化」の導入割合が、一部、高くなってございますが、総じ

て、大企業に比べて低い状況になってございます。 
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11ページ目は「導入の要因」になってございます。こちらは、大規模事業者と、12ペー

ジ目以下、中小規模事業者に分けてございます。 

大規模事業者に関しましては、技術導入の課題に関して、「費用対効果が分からないた

め、投資判断できない」、「導入しても扱える人材がいない」という回答が上位を占めてご

ざいます。 

中小企業でも同様の傾向が見られてございます。 

技術導入がうまくいった背景に関しましては、「現場において導入に強い意向」、「経営

層が導入に強い意向」、「導入による費用対効果が把握できた」など、ばらつきが見られま

した。 

中小企業においては、一部、同様の項目もございますが、「実証的に導入することが必

要」などの回答が上位を占めてございます。 

13ページ目、「革新的な産業保安技術」ということで、設備投資・研究開発の項目を取

らせていただいてございます。 

「わからない／該当しない」という回答も非常に多くなってございますが、設備投資に

ついて、「十分な水準である」と感じている企業様は非常に少ないのかなと思ってござい

ます。 

これらの結果を用いまして、今回、「産業保安人材の将来推計」を出させていただいて

ございます。 

14ページ目ですが、保安業務に従事する人材につきまして、電気が主たるところではあ

りますけれども、４分野全体に関しましては、約5.1万人の不足が見込まれてございます。 

これら結果を踏まえまして、各小委の皆様方に運用いただいてございます。 

16ページ目を御覧いただけたらと思います。 

そのような結果を踏まえまして、事務局のほうで用意させていただいた方向性の案にな

ってございます。 

電気・ガスをはじめとするライフラインを通じたエネルギーや、国内の高圧設備等で製

造される原材料の供給は、我が国の社会・経済活動の維持に不可欠なものと思ってござい

ます。 

これらのエネルギー、原材料の供給は、公共の安全確保を前提に行われることが必要と

なっていると思っております。 

こうした安全の確保が継続的に実現されるためには、自主保安の考え方の下で、制度的
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対応及び事業者による人的・物的投資、特に規制への対応に加え、事業者において安全水

準を向上させるための投資が適切に行われることが必要だと思ってございます。 

さらに、市場環境の変化や人材をめぐる中長期的な見通しを踏まえれば、保安レベルの

維持・向上により投資余力を生み、経営の持続可能性を高め、さらなる投資による保安レ

ベルが継続的に向上していくことが好循環につながることだと思ってございます。それか

ら、将来を見据えた制度的対応及び事業者による人的・物的投資の促進を一体的・戦略的

に進めるべきではないでしょうか。 

その際、各分野をめぐる市場環境や制度等の特徴から導かれる課題に対応した分野別の

取組とともに、人材や技術の共通課題に着目した分野横断的な取組について検討すること

も効果的ではないかと思ってございます。 

17ページ、人材、技術、設備・企業等、それぞれ分けさせていただいてございますが、

皆様方に御議論いただきました小委の共通事項を記載させていただいてございます。 

18ページから先は、今回は割愛させていただきますが、各小委で御議論いただきました

課題につきまして記載させていただいてございまして、次、４章目に移らせていただきま

す。 

こちらは22ページ以降になってございますが、こちらも今日は割愛させていただくので

すけれども、各小委で御議論いただきました課題に応じた取組例を記載させていただいて

ございます。 

こちらが23ページ以降になってございまして、皆様方の御議論を踏まえまして、「分野

横断的な中長期的な取組例」として、27ページに例を記載させていただいてございます。

「ＡＩ等の革新技術と協働する人材の確保・育成」、「産業保安業務の魅力向上」、「革新技

術の導入促進」、大きく、この３つを記載させていただいてございます。 

最後、紹介でございますが、参考資料として、29ページ以下、新機軸部会の資料などを

掲載させていただいてございます。議論の際に用いていただければ幸いでございます。 

以上でございます。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

以上、議題１から議題４まで御説明いただきましたが、以上の説明を踏まえて討議を行

いたいと思います。 

委員の皆様、五十音順に指名いたしますので、順番に発言をお願いいたします。御発言

は、時間の観点から、３分以内で簡潔にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いし
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ます。十分御発言いただけないかもしれませんが。 

それでは、大原委員よりお願いしたいと思います。新人で、すぐ発言ということで大変

かと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○大原委員  大原と申します。御説明ありがとうございました。 

私自身は自然災害対策検討の研究に従事していますので、まず、資料３からコメントさ

せていただいて、全体で４点、コメントさせていただきたいと思います。 

まず、資料３ですが、首都直下地震の検討について、冒頭で述べていただきましたが、

私自身、首都直下地震の被害想定のワーキンググループにメンバーとして参加しておりま

した。 

この被害想定は、建物被害数や人的被害数などを算出する定量的評価に加えて、災害時

にどういう影響が生じるかという定性的シナリオ評価という２本立てになっています。定

性的評価は、停電やガスの遮断といった各項目で災害シナリオを検討しているのですが、

その中でも、まれな状況が重なった場合に非常に深刻な状況が起こる過酷事象も幾つかピ

ックアップしていまして、その中の１つに首都圏広域停電があります。普通の規模の停電

では、それぞれの事業者で対応できますが、同時多発で広域に停電しますと、あらゆる事

業者が総力を挙げて対応しないと復電できないので、過酷事象の場合には特殊な対応が生

じます。このワーキングにおいて、１月に停電の議論を開始いただいたそうですが、まれ

な過酷事象ではありますが広域停電というシナリオについても、ぜひ検討いただけますと

大変ありがたいです。過酷事象の詳細については、首都直下地震報告書を御覧いただけた

らと思います。 

２点目は、今回地震対策について御報告いただきましたが、私は最近、大規模水害も気

になっています。例えば、平成30年７月豪雨では、アルミ工場が浸水して爆発しまして、

皆さん、御記憶にあろうかと思います。その後も、農薬の倉庫が浸水して、農薬が流れ出

るとか、油を使っている工場が浸水して、油が流出するとか、化学物質関連の水害被害が

ちょこちょこ起こっているのですね。ＥＵ諸国では、危険な化学プラントなどもハザード

マップにプロットすることを奨励されているのですが、我が国の水防法では、化学物質汚

染リスクをプロットする仕組みは全然ないです。東日本大震災では、津波で油に着火して

広域火災になりました。今後、気候変動などを考えていきますと、大規模水害のリスクが

高くなってきて、将来、水害後の化学物質漏えいの問題はもっともっと大きな問題になる

かなと思われ、私自身は懸念しております。 
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３点目と４点目は、資料４の今後の中長期的な対策なのですが、アンケートも実施いた

だき、非常に実りある成果であると思って拝見いたしました。 

加えて、最近、コンビニなどでも外国人の方が増えてきまして、もちろんトレーニング

を受けて従事されているとは思うのですが、日本語のマニュアルの理解不足から事故につ

ながることが今後増えないのかなというのが気になっています。現場でのマニュアルなど

の多言語化や、多言語の従業員へのトレーニングなどの現状はどうなっているかなという

のも関心があります。 

最後、４点目は、サイバーテロなどのリスクが高くなっていますが、加えて最近、海外

では発電施設が攻撃対象になったりしてきています。今の話の中には、防衛という観点が

あまり入っていないかなと思います。サイバーを含めまして、今、政情不安定で、こちら

の分野でも防衛がかなり大きくなっているかなと思っています。中長期の視点で見ると、

防衛の観点から、どうやって産業保全施設を守れるのかというのが今後の課題かなと思っ

て拝見いたしました。 

以上、４点です。ありがとうございました。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  ありがとうございます。高圧ガス保安協会の加藤でございます。 

冒頭で御挨拶申し上げましたが、自主保安の推進機関でございますので、その観点から

コメントをさせていただければと思います。 

まず、それに当たっての基本認識でございますが、社会構造や事業構造、あるいは行政

構造みたいなものが大きく変わっていて、大きな挑戦を受けている状況にあると思ってお

ります。 

その変化は大きく２つありまして、高圧ガス保安法もそうですが、100年を超える規制

法の歴史が背景にありまして、そこから考えますと、施設面、技術面でもともとは新増設

を伴う量的変化を意識するという時代の中で全体が組み上げられているわけでありますけ

れども、先ほど電力安全小委員会の御報告の中でも、高経年化課題が取り沙汰されていま

したが、耐用年数を超えて償却済みの施設を、どうやって時間的に一新するかをすごく意

識する時代になってきたというのが１点です。 

２点目でありますが、物性そのものは古くからあるのですけれども、アプリケーション

としては極めて今日的な課題になっております、水素やそのキャリア、アンモニアを含め
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た新しいエネルギー利活用は、作る・運ぶ・ためる・使うという大きなバリューチェーン

を通して、日常生活空間との隣接性を強く感じる形で実装が進んできているということな

のだろうと思います。これにつきましては、先ほどの電事法の改正の中で、太陽電池発電

の問題と類似しているのではないかと思いますが、それ以上に、これは都市設計あるいは

都市計画の次元で大きく影響を受け、そういう次元の政策として、近年中国をはじめ、も

のすごく大きな国際競争の様相を呈してきているということでございます。こうした点が、

大きく変わる２点の背景事情です。 

こういうところから導き出される安全確保、産業法上の論点は２つあるのではないか。 

１つは、エネルギーの利活用の様態の多様性が、時間軸、空間軸、技術軸等、非常に多

角的な見地から拡大しているということでございますので、一律的・画一的な規制運用が

必ずしも妥当しにくくなってきているということです。これが１点。 

２点目でありますが、特に少子高齢化と人口減少社会への突入という観点からしますと、

人手に頼った安全確保は非常に難しくなってきているということで、また、角度が違いま

して、経済成長力は、グローバルに見ますと、我が国は総退化しているということであり

ますので、少し乱暴に言えば、資本力に物を言わせる対応も非常に難しくなってきている

ということなのではないかなと考えられます。 

ただ、こういう時代環境の変化に遭遇しても、その時代を通じて不変の課題が一方にあ

って、安全確保のリアリティーはまさに現場ということでございますので、規制確保の現

場主義の徹底は従前以上に認識していかなくてはいけないです。 

それから、他方でということになりますが、昨今、ＡＩ技術の利活用を含むⅮⅩの進展

は、社会活動の様相を大きく変える力を持ってきているということでございますので、こ

のようなものをいかに産業保安の中に取り込んでいくのかというのはすごく重要な課題か

なと。 

こういう整理の下で演繹されてまいります保安制度、あるいは保安体制に係ります中長

期課題といいますのは、一言で言えば、自主保安のギアシフト、あるいは再定義というこ

とになるのではなかろうかと考えてございます。 

この自主保安につきましては、他領域、つまり高圧ガスの保安以外の領域を含めまして、

法規条項上の規定ぶりのいかんに関わらず、エッセンシャルファクターという位置づけを

持ってきたと思っておりますが、規制側、被規制側も、今までは陣容面で丁寧な対応がで

きたということでございます。それから、高度成長期は終わっておりますが、比較的高度
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な経済成長も期待できたということで、タイムパフォーマンスの要素も考えながら、いろ

いろな対応がなされてきた結果として、自主保安がややガイダンス的な要素を持つように

なっていたのではないか。先ほども申し上げましたような大きな変化が来ておりますので、

個々の実情に応じたテーラーメード型の自主保安を追求していくことを徹底していくよう

な時代になりつつあるのではないかなと思います。 

ですが、これはソーシャルガバナンスの転換を伴うということもありますし、日常生活

空間の隣接性ということで申し上げますと、パブリックアクセプタンスの問題も惹起しま

すので、慎重に検討していかなくてはいけないと思いますが、経済社会の制度基盤として

の合理性、あるいは有効性が問われているという側面も出てきているということでござい

ますので、したたかにでありますけれども、意思ある対応に努めていくことが必要ではな

いかなと。そのことによって、真に取締法を脱却するといったことを追求していくのは大

切な課題ではないかと考えております。 

以上、コメントを申し上げました。ありがとうございました。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、オンラインで参加されている神山委員、お願いいたします。 

○神山委員  神山でございます。オンラインから失礼いたします。 

私自身は製品安全小委員会に所属しております。先ほど早川委員長から御説明がありま

したが、製品安全小委員会では、近年、本当に精力的に審議を行ってきました。 

特に大きな審議事項だったのが子供用特定製品で、「子供ＰＳＣマーク」が12月25日か

ら義務化されて、３歳未満向け玩具と乳幼児用ベッドが指定され、マークがなければ販売

できないようになったことです。また、３月末にパブコメが締め切られたところですが、

さらに子供用特定製品の追加があり、ベッドガードとベビーカーは４月の公布を予定して

おりますが、パブコメから出された課題を踏まえて施行となると思います。 

もう一つ、資料１の９ページにありましたＮＩＴＥの取組紹介は、私自身がとても興味

を持っているところです。私自身は学校教員の養成に関わっているのですが、ＮＩＴＥは

独立行政法人製品評価技術基盤機構ということで、製品事故の原因調査を行っている機関

で、先ほど早川先生からも説明がありましたけれども、特に製品事故の再現動画は本当に

効果的な情報として生かせるのではないかと思います。ただ、ＮＩＴＥさんは技術者の集

団ということで、広報の仕方、動画の見せ方など、学校教材にするには、もう少し工夫が

必要と考えられるのですが、学校教育の教材、子供たちに見せるような事故防止の教材と



- 25 - 

 

して、非常に効果的に活用できるのではないかと期待しております。 

また、本日の説明の中で、資料４でアンケート結果がありました。産業保安業務に携わ

る人材の課題が明らかにされたということで、大きな意義だと思います。 

特に、14枚目に示されていた5.1万人の人材不足はかなり深刻かと思いました。労働環

境の厳しさや、給与が低いなどの課題が大きいと考えられるので、もう少し細かい分析を

して、課題解決に向けて動けばいいと思います。 

以上となります。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、蒲生委員、お願いします。 

○蒲生委員  ありがとうございます。先ほど議題１の中で報告させていただいた内容で

すが、化学物質政策小委員会の中で、化学物質管理に関する国内外の動向の報告や、環境

変化に対応した検討内容の紹介などをさせていただきました。それを踏まえまして、今日

の資料４に紹介のあった内容についてコメントさせていただければと考えております。 

化学物質の分野においても、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーなどの推

進、そういう社会的な課題の解決といったものを背景に、従来、化学産業を中心とした取

組であったところから、多様な業種の多様なステークホルダーが関与する取組に、その視

点が変化しつつあるという状況かと思います。資料４であった課題、３つ上がっていたう

ちの１つに、多様性というところで共通性があると感じました。 

また、同じく課題として上がっておりました人口減少、人材不足といったものは、化学

物質管理の分野においても、共通的な課題として重要であると認識されてございます。 

このように、いろいろな点で共通性を感じた次第ではあるのですが、一方で、少し違う

なと思ったのは、国際動向への対応というところでございます。化学物質分野では、関連

する国際条約が複数ございまして、そこでの議論や、欧州をはじめとする諸外国での規制

動向に、日本の産業はすごく影響を受けているという状況がございます。そのようなもの

に対して、しっかり対応していくということが一つある一方で、その動向の中には、我が

国の化学物質管理の考え方に必ずしもフィットしないような動きもございまして、そうい

うものを注視しながら、時には我々がイニシアチブを取って対応していくことも、今後、

ますます重要になっていくと認識しております。 

一方、資料４で御紹介いただいた中では、参考として、電気分野、あるいは鉱山・ＣＣ

Ｓ分野において、国際ルールや技術基準に言及され、基本的には、そういうものを取り入
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れていく、国際的な協調によって保安を高めていくといった方向性と書かれているように

お見受けいたしました。そのあたりは分野による違いということでもあるのかなと思う一

方で、資料で取り上げられている分野において、国際動向としまして、我が国の状況・特

徴を踏まえたときに、何か戦略的な対応をしている事例がある、あるいはそういう課題意

識があるということがありましたら、今後、また御紹介いただけますと、我々の活動にも

参考になるかなと考えました。 

以上です。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、オンラインですが、北川委員、お願いします。 

○北川委員  本日、ありがとうございました。実は、今回、初めて参加させていただく

ことになって、私、こうした保安や安全分野についてのこれまでの議題であったり、過去

の資料を読ませていただいて、こういった取組について初めて知ることが非常に多くござ

いました。 

私たちの生活が維持されていく中においては、保安や安全についてのそれぞれの取組が、

目に見えないところで刻々と行われていることを、一般の生活者がどれだけ意識する瞬間

があったのだろうかという点について、すごく考えるところがございました。私たちのよ

うな団体におきましても、こうした保安への取組がどのようになされているのか、自分た

ちの安心・安全な生活を支えている中で、こうした取組が実際に行われていることに、一

般の生活者が意識を向けていくために、どのような働きかけができるのかなという思いで

今回は聞いておりました。 

電気事業法の一部を改正する法律案の概要についてのところで、太陽光発電の事業のこ

とについてなのですが、「製造事業者等の協力を得るための措置」ということで、「製造事

業者と協力して事故原因究明や再発防止等を実施」するというところがございました。素

朴な疑問として教えていただきたいのですが、形式的には、製造事業者と設置者の責任と

いいますか、この２つが協働して原因究明にかかっていくということだと思うのですけれ

ども、こういった事業には、外国の事業者などもたくさん参入しているのではないかなと

思うのですが、外資の事業者においても、国内の事業者と同じように、協力を得られるよ

うになっているのか、そういうところがちょっと分からなかったので、機会があったら教

えていただきたいと思います。 

以上でございます。 
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○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、澁谷委員、お願いします。 

○澁谷委員  ありがとうございます。澁谷です。 

私は、資料２、３、４で、各１点ずつコメントさせていただきます。 

資料２は、今、北川委員がおっしゃったことと全く同じ疑問を私も持っておりまして、

資料２で書かれている協力しなかった業者は、国内と国外でどれぐらいの割合なのかとい

うのを確認させていただきたいということと、実際、国外の場合は、結構逃げた者勝ちと

なるのであれば、こういう厳しい措置をした場合に、国内事業者だけが疲弊していくとい

ったことになると、本来の意味での国の産業競争力を奪っていくといった形になるのであ

れば、ちょっと注意をしなければならないかなと思っておりまして、そういう場合には、

国際標準化をすることで、国内だけではなくて、海外の部分から縛っていくような形の取

組も今後必要なのではないかと考えております。 

続いて、資料３の大規模地震の対策なのですが、今回、３ページ目にまとめていただい

てございますとおり、電気、都市ガス、高圧ガスで、それぞれ並行して検討させていただ

きました。私どももガス安全小委でこれを行ったわけで、そのときにもコメントさせてい

ただきましたが、現在、電気とガスは自由化が進んでおりまして、電気事業者がガス事業

に関わる、また、ガス事業者が電気事業に携わるといった形になっておりまして、結構入

り乱れた状態になっております。そのときにガス事業が地震を受けたとき、大丈夫かとい

うことを判断するときに、ガス事業者の耐震性だけ評価していたのでは、本当にそれが対

策になっているのかというのは少し疑問に思っています。 

今回、私はガス安全小委しか見ていなかったのですが、電力安全小委の評価を見ると、

火力の設備で、設備区分というところは2014年から変わりなしという話なのですが、一方

で、電力のほうは、再生エネルギーが広がっていて、火力の変動運転はかなり過酷になっ

ていて、現場では故障がかなり多いと聞いてございます。そういう状況で、設備が疲弊し

ている中で、耐震を受けたときに、本当に同じ評価で大丈夫なのか、電力安全小委員会で

どれぐらい議論されたのかというのは確認させていただければと。 

また、こういうものがもし壊れたときに、例えば、電力の分野とガスの分野で、エネル

ギーの融通が機能的にどれぐらい可能なのかというのは、各小委員会の議論ではなかなか

難しいので、もう一つ上位の、この保安・消費生活用製品安全分科会などで議論をしてい

くべきではないかなと思っています。 
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最後、資料４の11ページ目に、「革新的な産業保安技術」の「導入の要因」についての

アンケートがございますが、大規模事業者の一番の要因で、「費用対効果が分からないた

め、投資判断できない」という回答は本当に正しいのかというのはちょっと疑問に思って

おります。費用対効果がないので、投資できないなら分かるのですが、分からないという

のは、そもそも技術を導入するときに、リスクアセス等をやって、ちゃんと投資判断でき

るような資料をそろえていないというのであれば、大企業は本当にこのスマート保安を導

入する気があるのかといった資料になっているかと思います。 

今、経済産業省で進めておられる認定高度保安実施者制度の中では、テクノロジーの活

用の中で、しっかりリスクアセスメントをして、保安体制を組むことが要求されているの

ですが、大規模事業者で、費用対効果が分からないという回答が出てくると、ある意味、

現状として、この認定を取れる事業者はほとんどいないのではないかといったことがあり

得るわけですけれども、このあたりは、民間と官の間で一度、少しすり合わせをして、こ

のロードマップを含め、しっかり議論を行いながら、産業保安の技術を高めていくための

仕組みをつくっていくのが重要ではないかなと考えてございます。 

私から以上です。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、続きまして、オンラインからになりますが、白井委員、お願いします。 

○白井委員  電力安全小委員会の白井でございます。 

電力関係について、資料２、３に関しましても、先ほど報告しましたように、小委員会

でいろいろな議論をさせていただいております。 

コメントの前に、今、ガス安全小委員会の澁谷先生から、火力発電所の運転が厳しくな

っていて、今のままでいいのかといった議論をされているかという話がございましたが、

この小委員会での議論は完了しているというわけではございませんので、そこら辺も含め

て、小委員会の中でも議論を進めていかないといけないかなと思います。 

私のコメントですが、資料４に対してのコメントになります。 

14ページで御紹介がありましたように、電気については、これを見ていただくと分かり

ますように、一番濃い緑なのですけれども、2040年には23万人必要で、供給は18万人にな

っている。５万人が不足することが見込まれているということで、これは大変危機感があ

るという状況になっております。 

今後の方針ということで、23ページの「電気分野の中長期的な取組例」で３つほど挙げ
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ておられる中で、１番目に「電気保安人材の確保・育成」が上がっているわけです。今ま

でも、保安レベルを維持して、資格要件の見直しをずっとやったりしているのですが、こ

こら辺ももう少し続けないといけないでしょうという話になります。 

それから、電気保安業務の魅力度・認知度がどれぐらいあるかということですが、これ

は、向上して、保安関係の方々の募集がちゃんとできるような格好で、人材を確保したい

というのが一つの方向ですね。 

大学などでも電気を専攻する学生は少なくなってきております。そういうことを含めま

すと、社会へ出た方が、リスキリングということで、それを通じて電気保安分野でも活躍

できるような取組の紹介をやっていくことも重要かなと思います。 

２つ目に「技術の高度化に対応した制度の整備・革新保安技術の普及推進」が挙げられ

ております。保安に関しても、スマート保安技術がどんどん入ってきて、それは本当にど

ういう費用対効果が目に見えて十分に出ているのかということが不安で、実際に導入でき

ていないということも実際あろうかと思うのですが、そういうのは、点検の在り方がこの

ように変わっていきますよといったことを紹介していければ、効果を具体的に見込むこと

ができて、導入も進んでいくのではないかなと。そういう努力も必要かなと思います。 

それから、新しい保安技術、新しい技術ということで、太陽電池もペロブスカイト、洋

上風力といった新しい入り方が見込まれていますので、そういうものの制度整備、また、

高度化していくことも大切なことかなと思います。 

これは今までも大事なことなのですが、再エネ等、発電の導入がどんどん進んできてお

りまして、さっきもありましたように、設置者、設備の増加、多様化が進んできておりま

す。そういうものに対応した制度整備をどんどん進めていかないといけないということで

すね。 

それから、高経年化ということで、20年以上たつような設備が出てきておりますので、

こういうものも不断に制度を見直していくことで対応していかないといけないかなと考え

ております。 

最後に、「災害対応力の強化」ということで、これも非常に大事な問題になっています。

普段からしっかりと備えておくことで、いざというときに、限られた人材や財源を最大限

生かすことができると考えております。 

以上、３つ申し上げましたが、引き続き、電力安全小委員会でも議論を続けていきたい

なと思っております。 
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以上です。ありがとうございました。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、曽我委員、お願いします。 

○曽我委員  曽我でございます。 

私は、資料４につきまして発言させていただきます。 

資料４の14ページは、先ほど来、他の委員の先生方からも言及がありましたが、主に電

気分野で保安人材が不足するということで、2040年までに5.1万人不足ということで、か

なり深刻な状況が予測されていると認識しております。これに対しては、一朝一夕な対応

ではなく、中長期的な視点から、戦略的に対策を講じる必要があると改めて認識した次第

でございます。 

まず、１点目の人材についてですが、これは、例えば、電力分野で、電気主任技術者や

電気工事士など、有識者に限らない人材だと認識しているのですけれども、人ではなく、

ロボットやドローンやＡＩで対応可能な業務はもちろん不断に見直して増やしていく。た

だ、その上で、やはり人は必要という理解でして、そういった人材を獲得して、かつ、長

く従事してもらうことが必要になってまいりますので、先ほど、若手の方が辞めやすい状

況についても御説明があったかと思うのですが、待遇や環境の向上は、今から取り組まな

ければいけない喫緊の課題であると認識しております。例えば昇給など、本日の資料では、

そのデータはなかったと思うのですが、諸外国に比べても、例えば電気分野に従事されて

いる方の給与水準は低めになっているといった課題もあると認識しておりますので、そう

いった待遇改善のためにボトルネックになっていることがあれば、早期に対応すべきでは

ないかと思っております。 

２点目ですが、技術面につきましては、10ページから13ページのアンケート結果を踏ま

えますと、政府の積極的関与の下で、スマート管理技術の導入促進を進める必要があるの

ではないかと考えております。 

特に中小企業などについては、民間に委ねるだけでは進めにくい状況が発生していると

いう理解でございますので、具体的な進め方としては、各業界の現状を踏まえた上で、具

体的なニーズをまず見るとか、状況を把握した上で、制度検討の中で反映していくとか、

税制優遇措置や補助金による経済的な支援もあり得るのではないかと思っておりますので、

できるだけ早急に、スピーディーに取組を検討いただく必要があるのではないかなと思い

ました次第です。 
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私から以上です。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、次に、中条委員、お願いいたします。 

○中条委員  三重県の中条でございます。高圧ガス小委員会に所属しております。よろ

しくお願いいたします。 

私は自治体の立場からコメントさせていただきたいと思います。 

自治体の職員数は、改めて申し上げるまでもなく、年々減少しております。昨今は、特

に技術職への応募が減少しておりまして、欠員が常態化している自治体も珍しくありませ

ん。日本は生産年齢人口が減少し、民間だけでなく、自治体においても、人材という貴重

な経営資源が大きく制約されることとなります。特に、大都市圏以外の自治体において、

それがより顕著になるのではないかと思われます。 

先ほど資料４で御説明がありましたとおり、高圧ガスをはじめといたします産業保安関

係の業務は、今後ますます高度化していくことが想定されておりますが、現行の法体系を

維持したままで、将来にわたって自治体が継続して、産業保安関係の事務を適切に執行で

きるのか、少々危惧を抱いております。そう遠くない将来を考えますと、高圧ガス保安法

をはじめとする産業保安関連の法令における自治体の役割につきまして、見直しや再定義

をしていただく必要があるのではないかと考えます。高圧ガスにつきましては、30年前、

取締法から保安法へと大きな制度改正が行われましたが、それと同じくらいか、またはそ

れ以上の制度の変更も検討していただく必要があるのかも分かりません。すぐに答えが出

ることではありませんが、目指すべき保安の方向性を御検討いただく際には、自治体の将

来像も頭の片隅に置いていただければ幸いに存じます。 

私からは以上でございます。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、続きまして、辻裕一委員、お願いします。 

○辻（裕）委員  辻です。 

 今、三重県の中条さんから御発言がありましたが、同じお話は高圧ガス小委員会でも伺

っていまして、自治体にとって人材の確保が喫緊の課題というのは同感です。それで、規

制の大幅な見直しが必要と、かなり踏み込んだ発言でしたが、10年後、20年後の人口構成

が分かっていますので、手後れにならないように検討を開始したいと考えます。 

資料４の10ページにアンケート結果がありまして、「革新的な産業保安技術」の「導入
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状況」では、中小規模事業者ではデジタル技術の導入割合が低いという結果が示されてい

ました。 

ここでお話ししたいのは、産業用ボイラーという設備機器の話でして、これは労働安全

衛生法の規制の対象ということでありますが、産業用ボイラーでは既に、運転データをボ

イラーメーカーの拠点で集中管理の形で、遠隔で常時監視していまして、そのデータを予

防保全にも役立てているということです。 

また、同じく労働安全衛生法関係ですが、クレーンについても同様な状況で、「ロガ

ー」と言っているのですけれども、遠隔で運転データを収集しているということです。 

このように、設備や機器のメーカーが主導する取組がある分野では既に進められており

まして、保安へのデジタル技術の導入は、中小規模事業者も含め、相当な割合で普及して

いるのではないかと考えます。 

この背景としては、ボイラーやクレーンは労働安全衛生法での特定機械ということで、

規制の対象が事業所単位ではなくて、個々の機器を規制するという形になっている。それ

が背景かと考えております。 

私からは以上です。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、辻佳子委員、お願いします。 

○辻（佳）委員  もう一人の辻です。 

丁寧な御説明、どうもありがとうございました。 

去年の議論を受けて、今回、資料４に書かれている内容が初めて出てきました。これは

今後の継続の議論になることは重々分かっていますが、まず、こちらについてコメントさ

せていただきます。 

先ほどどなたかから「自主保安の再定義」という言葉があったと思いますが、これはと

ても大事なことだと思います。かつ、保安について、一つ一つの事象に対して、どう対応

していくかを考えることには、もはや限界に来ている中で、安全の本質はどこにあるのか

をしっかり議論するというのが、今回の資料４の位置づけだと思います。 

これは時間軸も考える必要があります。時代の変化とともに、これからも新しい技術が

どんどん導入されていく、人材に関しても、それに合わせて、どういった人がどれぐらい

必要なのかが変わってきます。イノベーションの社会実装において、XRLの視点で考える

必要があることは知られてますが、（T）テクノロジーと（G）ガバナンスと、（B）ビジネ
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スとして成立するのか、（S）ソーシャルがどう受容するか、そして、今日も非常に議論に

なった（H）ヒューマンがどういった状態になる必要があるのか、これらの５つの視点を

時間軸を踏まえて議論していくことが大事だと思います。 

次に、資料１は、超直近の今のことについて御報告を受けました。例えば、高圧ガスの

事故で、人的災害がないものは報告から省略という御報告がありましたが、これは報告の

意義そのものにも関わってきます。情報が多くて処理できないという理由で、報告を省略

するということは、重要な知見の集積という視点からは逆行しています。報告情報の適切

な集約技術が進むことによって、省略しなくても済む時代がくることもあり得るので、引

き続き議論していただきたいと思います。 

製品安全のところで、製品そのものの原料も、例えばカーボンニュートラル施策の視点

からは変わってきます。そのときに、その基準を一つ一つ議論していたのではとても追い

つかないと思うので、考え方をしっかり共有しながら、製品安全小委員会で議論していた

だくことが大事だと思います。 

電事法のところで、北川委員や澁谷委員からも太陽電池の話が出ましたが、太陽電池が

導入されてから20年以上経った今、問題が顕在化し、製造者というところにも議論が及ん

だのだと思います。確かに、法令は、責任の所在を明確にすることができますが、その製

造者がもはや存在しないというのが現状です。起業や廃業が昔に比べてとても速い中で、

かえって難しいことをルールにしてしまっているのではないかなと危惧します。 

今、先行しているシリコンの太陽電池で立案した法令が、今後、風力発電とか、それ以

外の再エネ等に参照されることになるので、慎重な議論が必要だと思います。慎重な議論

が必要なもう一つの理由は、例えば、太陽電池は経時変化とともに効率が下がってきます。

本当は適切な部品交換等で効率が元に戻ることが多々あります。つまりはメンテナンスが

すごく大事なのですが、設置企業の廃業により、そのメンテナンスが受けられない製品が

存在しているので、今後の日本の経済安全保障などを考えていったときに、安易に海外か

ら新品を導入するのではなく、既に国内にあるものをしっかりフル活用することが重要で

す。そういう意味で、メンテナンスも含めたルールづくりが大事だと思います。 

電気の分野では、保安には安定供給まで含まれるので、引き続き議論できるといいと思

います。 

以上です。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 
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それでは、次に、早川委員、お願いします。 

○早川委員  早川でございます。 

先ほど何人かの委員から、電気事業法の一部改正による、製造事業者等の協力を得るた

めの措置の一環として、関係事業者に立入検査や電気工作物の提出が義務づけられるわけ

ですが、これは内国事業者と外国事業者で差が出てくるのではないかという問題意識がご

ざいました。実はこれは、クロスボーダーの状況になると、どうしても発生する問題でご

ざいまして、25年くらい前かと思いますが、この辺の話を、日本政府、あるいは経済産業

省も含めて話すと、外国事業者は、結局、そういうエンフォースメントはできないのだか

ら、法の適用もないのだといった議論を当時はしていたのですね。しかし、今は法の適用

は一応ある。だから、これは違反ですと言える。あとは、エンフォースをどうやってやる

のかと。国際法上、日本の官憲が外国に行って、勝手に立入検査はできませんので、そう

だとすると、そこをどうやって工夫していくかということが今課題になってきて、発想と

しては、内国事業者に不利になるというのもそうなのですが、外国事業者に対して、どう

やってエンフォースを実現していくかということをぜひお考えいただきたいと考えており

ます。 

私が先ほど報告させていただいた、製品安全４法における外国事業者の国内代理人の設

置義務は、そのための一つのエンフォースメント、工夫なわけでございまして、国内代理

人の数が結構そろってくれたことは喜ばしいと思ったのですが、事業者の中には、こうい

う規定ができたから、とりあえず、手近なこの人にちょっとお願いしてといった形、ある

いは、付き合いのある事業者にお願いしてみたいな形で、形だけ整えているところがない

わけではないように思います。ですので、国内代理人が制度の趣旨をきちんと理解して、

連絡をしたときに、実際に機敏に動いてくれるかどうかというところのクオリティーのチ

ェックが今後課題になってくるのではないかと思いますので、ぜひお願いしたいと思って

おります。 

また、国内代理人がしっかりスタートしても、海外事業者に連絡したら、なしのつぶて

であることも考えられますので、これまで、この制度をよく分かっていただくため、様々

な広報活動をしていただいた中で、国内代理人を設置するという動きも出てきたのですが、

さらに、もしも何かあったときには、いろいろな形で責任追及されるということで、広報

活動の中で問題意識を持っていただく。そのための広報もしていただければと。極端なこ

とを言うと、日本はマーケットとして魅力的かもしれないけれども、それだけ責任を追及
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されるのであれば、自分の国みたいに、危険な製品でも放置していても構わないといった

体制が取れない以上、日本市場から撤退しても構わないといった意識を海外の事業者にも

持っていただくのが重要なのではないのかなと考えております。 

また、そういった海外の事業者は、当然自分の独自のネットワークだけではなくて、プ

ラットフォーマーと言われているような日本のｅコマース事業者を通じてもやるのですが、

これは、今回の製品安全４法の前から、経済産業省の担当部局と非常によい関係性をつく

っていただいておりました。しかも、今、プラットフォーマーの方々からすれば、契約上、

法規制に違反するようなものは置けないという条項がありますので、経済産業省から明確

に、この製品は駄目と言ってくれると、そこを自動的に削除するといった運用ができてい

ますので、ぜひこの動きも、ネットパトロール等もしながら続けていただければと考えて

おります。 

そのように頑張って、いろいろなマークを作ったけれども、結局、消費者側が「それは

何ですか」ということで、安かろう・悪かろうでも買ってしまうということでは困るので、

合理的に行動する消費者をつくっていくために、マークの周知のための広報もぜひ引き続

きやっていただければと思っております。 

その意味で、先ほどからお話がありますＮＩＴＥは、テレビのバラエティー番組を含め

て非常に注目されておりまして、どのようなものであれば、消費者たちに希求するのかと

いうところもぜひ御研究いただいて、頑張っていただければと思っております。 

最後ですが、産業保安のための人材についてのお話が先ほどからございまして、大学関

係者も少子化ということをひしひしと感じているというのが今日この頃でございますが、

私はインターネットの維持管理をしている社団法人とも関係していまして、そこが最近悩

みで、インターネット関係に従事してくれる若い人材、興味を持ってくれる人が少ないと

いうのが課題になっています。インターネットですらそうなのに、産業保安のための人材

というのはまさに20世紀的で、少子化と相まって、これが若者にどれだけ魅力があるのか

と。私は悲観的でして、そうであるとすると、今後、人材が枯渇していくことを前提に、

様々なテクノロジーを使って、どうやって産業保安をしていけるかという視点で、技術開

発等にエンカレッジするような施策をぜひやっていただければと思っております。 

以上でございます。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、オンラインで参加されている町野委員、お願いします。 
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○町野委員  町野でございます。 

私から、先ほど来、委員の皆様からもコメントが出ております保安人材の確保、資料４

で言及されているテーマについて、意見を申し上げたいと思います。 

私は、化学物質政策小委員会の中のフロン類対策ワーキンググループの委員を務めてい

るのですが、その中でも、フロン類の排出を抑制するための課題の一つとして、設置技術

者等が不足しているということで、技術者の育成、それから、代替するような点検のＩｏ

Ｔの技術開発ということが議論されておりました。フロン類の機器の設置は、今回の産業

のアンケートの対象分野ではないですし、保安人材とは少し異なるのですが、そういう状

況である。 

それに加えて、今回、資料２の４ページのところで、新しく法改正がされて、太陽電池

発電設備の適合性確認のところで、新しく対象が増えたり、関連する取りまとめの報告書

を拝見しておりますと、既存の設備についても、技術基準に適合していないものがないか、

立入検査等で積極的に検査をしたり、民間の団体も使って安全性を確認していくことが述

べられておりまして、これは、どちらかというと、土木系の話になるのですが、専門技術

的な知見を持った技術者がもっと必要になるような話なのかなと思っております。ですの

で、保安４事業分野なのか、５分野なのか、このアンケートの対象になっている分野にか

かわらず、技術を持っている方の育成が非常に重要になっていると思いますので、分野を

問わず、もっと横断的に若い方に魅力を伝える教育や取組を進めていただきたいなと思い

ました。 

資料４の23ページの一番上の【人材】というところに、どういう形で取り組むかという

ことが記載されていて、経産省でもいろいろ考えることがあるのかなと思うのですが、こ

れだけ読むと若干抽象的なような気もしておりまして、ぜひ具体的に、どんな取組をいつ

までにとか、定量的な目標を含めて決めた上で、迅速な取組を進めていただきたいなと思

いました。 

以上です。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

それでは、三宅委員、お願いします。 

○三宅委員  いろいろと御説明、どうもありがとうございます。それから、委員の皆様

からも大変勉強になるコメントを伺うことができて、本当にありがとうございます。 

私からは、資料４の「人材の確保・育成」に関する話でコメントさせていただきたいと
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思います。 

各分野においての個別具体の話は各小委員会で行っていると思うのですが、この分科会

においては、横串を通して、共通的な問題について議論する場だと理解しています。 

その中で、人材の確保と育成については、産業界のみならず、行政、アカデミアも含め

て、我が国最優先課題の一つだと認識しています。 

その中で、少なくともこれまでの産業保安レベルを維持して、さらなる向上を目指して

いくためには、経営層と中間管理層と現場層とのより一層の認識共有が重要であって、そ

のために、組織の目標の中に、安全の確保というものをかなり明確に位置づけていくこと、

そして組織経営の重要な役割を担っていることを、改めて組織内外に発信していくことが

重要だと思います。特にトップの考え方や意識、あるいは熱意、さらには覚悟を社内・社

外にきちんと理解いただいて、魅力ある職場環境を提供することで組織の持続性につなが

っていくことをみんなで考えていかなくてはいけないと思います。 

一方、人材育成や教育に関しては、その効果や成果が表れるまでには当然数年単位とい

う期間が必要でありますので、仮に今から何か手を打ったとしても、一定のレベルに育つ

までには、組織のリソースを適切に、継続的に投入する必要があるわけで、そのことを皆

さんにきちんと御理解いただいた上で、組織の魅力を発信し続けることをお願いしたいな

と思います。 

その上で、ここは産業保安行政や法規制に関する議論をするところと理解していますが、

一つの考え方としては、保安人材の適切な配置を、例えば、組織の評価を行うときの重要

な指標として設定するなど、人員配置の在り方についても再検討を促していくということ、

あるいは、そこに対してインセンティブを与えるといったことも含めて、経済産業省とし

ても御参考にしていただければなと思います。 

一方、保安や安全を担当する現場の皆さんに対しても、よく言われるように、やりがい

やプライドを持って活動に当たれるように、インセンティブを付与することは必要なこと

だと思います。 

先ほどアンケートの結果をいろいろ御紹介いただいたのですが、例えば、アメリカの化

学工学会であるＡＩＣｈＥという組織では、毎年毎年、会員に対してサラリーサーベイを

やっています。私も毎年、アンケートに回答しているわけですが、何万人に対して給与や

待遇の調査をやっているわけです。そして、各職種に対する評価の結果を公表しています。 

それによると、役員を除いたスタッフ、あるいはエンジニアのおおよそ20職種のうち、
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安全技術者は常に上位、数番目に入っているのですね。それは、仕事に対する責任と、そ

れに対する評価がきちんとセットになっているからこそ、みんながリスペクトして、憧れ

るような職種として位置づけられていると思います。 

これに対して、我が国ではそうなっていない現状があると思うので、このあたりのミス

マッチも今後是正していくことが必要なのではないかと思います。 

それから、当然時間がかかるので、それまでの間、海外人材の受入れも必然だと思いま

す。ここにおいては、単にオペレーターとか、技術を動かしていくだけではなくて、一方

で、優秀な方々にはマネジメント層にも入っていただくような教育システムも非常に重要

だと思っています。その意味で、海外との連携を多方面で続けていく必要はあろうかと思

います。 

最後になりますが、自主保安の話が出てきました。自主保安の再定義というのは、これ

からの一つのキーワードになるかなと思うのですが、自主保安の先にあるのは、実は自律

的な保安だと思うのですね。この自律的な保安に関しては、経済産業省もずっと進めてこ

られたと思います。例えば、外部機関に頼ることなく、いろいろな判断や改善、決定を常

に回し続けられるような組織としての保安が自律的な保安だと思います。そこでは、現場

担当者の力量の向上とともに、それをきちんとマネジメントできるような人材を同時に育

てていくことが必要だと思います。経済産業省におかれては、産官学、あるいは学会との

連携も含めて、国内、海外も含めて、こういった人材を育成するような取組についても御

検討いただければと存じております。 

私から以上です。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

お待たせしました。それでは、山田委員、お願いします。 

○山田委員  発言の機会を頂きまして、ありがとうございます。 

私から２つ申し上げます。 

まず、議題３のところで議論されてきましたことは、プレート境界型地震に関する御検

討だと理解しました。御承知のとおり、地震には、プレート境界型地震と活断層型地震の

２つがあります。活断層型地震に対する対策は既に御検討されてきていると思いますので、

これについても網羅されているのだということも、せっかくの機会ですので、付記されて

はいかがかなと思います。 

活断層型につきましては、95年の神戸の震災以来、様々な御検討をされていると思いま
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す。その後も、例えば熊本や能登など、地震災害は数年置きに継続して発生しております

ので、それも踏まえて、何かしら更新する余地があるのかということについても御検討を

継続していただければと存じます。 

２点目は、議題４の人材についてです。私も大学教員で、普段、人材教育、人材育成に

取り組んでいる立場から申し上げます。 

ただいま三宅先生から、待遇が重要だという御指摘がありまして、私も全くそのとおり

だと思います。私は工学部の資源工学に在籍しておりますが、資源工学系の人間は、海外

では非常に高給なのですね。それに対して、日本はどうかというと、同レベルか、果たし

て…、という実態があります。これでは、海外に比べて、日本の学生が資源系の職種に進

むインセンティブという点で、果たしてどうなのかという問題意識は、私も全く同じであ

ります。 

私がおります大学では、幸いにして、資源工学を志望する学生は多いです。ありがたい

ことに、人気の学科になっています。背景として、今、多くの業種で、資源人材を採用す

るという活動が非常に活発です。私がこの委員会に参加しております、いわゆる資源、鉱

山、あるいはＣＣＳ分野だけではなくて、様々な業種、例えば商社、素材系、メーカー、

あるいは全体として取り組んでいる金融系も含めて、資源系の知識が必要になるという意

味で、広い意味での資源・エネルギーについて学んだ学生をぜひ採用したいということで、

鉱山系業種だけではなく、非常に多くのジャンルから、資源人材を採用したいという声が

大学に寄せられて、活発な採用活動が行われています。 

一方、系統立った教育が可能な大学は限定的になっています。私が今おります学科では、

資源工学系教員が二十数名おりますが、こういった陣容で教育に取り組める大学は本当に

数えるほどになってしまっているところであります。それもありまして、今、学生の奪い

合い、取り合いの状態です。学生１人で内定を幾つも持っているという状態です。ですの

で、個々の会社にとりましては、採れるはずだった学生が採れなかったということにつな

がっているということであります。 

片や、人材教育を担う我々のような大学に対する支援はほとんど何もない状態でありま

す。御承知のとおり、資料にありましたとおり、資源開発の本場は海外です。ですので、

我々も学生に海外の現場で学んでほしいということで、そういう機会を提供しています。

それには当然資金が必要なわけです。我々の九州大学の資源工学では、北海道大学の資源

工学と共同で、国際的な資源教育を目的とする大学院専攻を運営中であります。これは文
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科省からの予算措置が５年間あったのですが、それが終わりました後は、現場の教員が

個々の会社にお願いして、支援を頂いているという状態です。そこには限界がございます。

ですので、今回、横串として、全体として取り組んでいただけるということであるならば、

業界団体の支援を含めて、国の施策として取り組んでいただけるようなスキームをぜひ確

立していただければと存じます。 

それから、技術に関することで、新技術投入に関する現場適用の難しさという観点があ

りました。学生教育をやっていますと、学生の、こういったデジタル技術について学びた

いという要求・欲求は非常に強いです。今、学生に「研究テーマ、何をやりたいのです

か」と聞くと、「ＡＩをやりたいです。機械学習をやりたいです」と最初に言うのです。

「それは道具だから、研究テーマは何？」「いや、ＡＩをやりたいのです」と。こういう

形で、スキルというか、ツールが先で、まず、それを使いたいのだということで、結局、

研究の中では、機械学習なり、ＡＩなり、ドローンなりを使って、研究を進めていくとい

うことをやっています。そういった意味で、学生のスキルは当然上がっていて、それが業

界に入っていくということであるならば、当然底上げしていくという形で、よい方向であ

ると思うのです。良質な資源人材の教育につながっているという意味で、私はプラスにな

っていると思います。 

ただ、これも結局、各現場・教員の努力によってなされているということですので、先

ほどと同じように、何かしら御支援を頂ければと。大学は今、予算も削減、教員のポスト

も、従足数を抑えることで自主的な削減ということが実態としてございます。ですので、

そのあたりも視野に入れて、ぜひ人材育成の層の厚みを増すような施策を取っていただけ

ればと存じます。 

私から以上です。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

本日、御欠席ですが、田村委員から御意見を頂いていますので、事務局から代読させて

いただきます。 

○田岡保安政策課長  田村委員の御意見を紹介させていただきます。 

議題３の地震対策のところですが、３つの大きな地震につきまして、３小委員会におい

て、早速に審議が進んでいることが報告されました。 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の基本計画においては、厳冬期の被災が大きな懸念

となっている点が特徴的です。厳冬期特有の保安に係る注意事項や、その後の復旧につい
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ての懸念等について、審議が進むことを期待しております。 

また、議題４の資料４の27ページのところですが、１つ目の「ＡＩ等の革新技術と協働

する人材の確保・育成」につきまして、ＡＩは、デジタライゼーションや３Ⅾの分析・可

視化技術等と同様に一つの技術です。まずは業界が、ⅮⅩにおいて、どのような保安にお

ける業務やビジネスモデルを構築するかの全体像が先行することが重要ではないでしょう

か。この分科会でも、これまで、企業ごとではなく、業界ごとの保安の在り方、また、業

界ごとの保安を標準化し、保安業界を別途構築してはどうかといった議論もあったと記憶

しております。革新的な保安の在り方等の検討が重要ではないでしょうか。 

２つ目の「産業保安業務の魅力向上」です。 

調査結果は非常に興味深いものでした。加えて、以下について調査する必要があるので

はないでしょうか。 

保安に携わる人になりたいと、保安を目指して就職する人はどのくらいいるのでしょう

か。「保安」の言葉のイメージから何を想像するのでしょうか。警備のイメージが先行し

ており、産業保安について、一般国民の認識は低いのでは？ 

令和になって、転職は特別なことではなくなっております。保安から保安、保安から他

の仕事に移る率はどのようなものでしょうか。 

３番目、「革新技術の導入促進」についてです。 

１番の「人材の確保・育成」の関連で述べたとおり、各社における革新技術の導入より

も、業界全体の保安における革新技術導入の検討が必要ではないでしょうか。 

以上、田村委員の御意見を紹介させていただきました。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

時間が超過ぎみなのですが、ほかに特に発言したいということはございませんでしょう

か。 

大丈夫ですかね。 

それでは、各委員から頂いた御意見、あるいは御質問につきまして、事務局から御発言

をお願いします。 

○田岡保安政策課長  様々な御意見を頂きまして、ありがとうございました。時間も押

していますので、手短にさせていただきます。 

地震のところでは、大原委員から、今後は自然災害のところのみならず、広域停電など、

まれなケースについての検討もすべき、といったお声もございました。また、水害と化学
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物質管理の関係の御指摘も頂きました。アンケートにつきましては、マニュアルの多言語

化、それから、保安につきまして、防衛という側面も必要ではないかといった御指摘を頂

きました。こういったところもしっかり受け止めさせていただきます。 

加藤委員からは、時代の変化に伴い、一律的・画一的な規制運用についての見直しが迫

られている、潤沢な資本投下によっても、あるいは人手でカバーすることは簡単ではなく

なっている、安全確保のための現場の実態に立脚しながらも、人や技術、企業の保安管理

体制、制度の在り方など、どのような対策が必要かということを議論すべき、との御指摘

いただきました。「ソーシャルアクセプタンス」というお言葉も頂きました。関係者の皆

様と一緒に検討してまいりたいと思っております。 

神山委員からは、製品安全のコメント、ＮＩＴＥの取組のコメント、それから、議題４

の関係では、人材不足のお話、ここの深掘りが必要ではないかといった御意見も頂いたと

ころでございます。 

蒲生委員からは、化学物質の検討を踏まえて、海外動向との関係での検討はどうか、と

いった御指摘も頂きました。産業保安の分野でも、国内外の最新の政策動向や事故情報、

科学的知見なども、アンテナを高く情報収集しながら検討していくことが重要なのは御指

摘のとおりでございます。高圧ガス保安法の関係でしたら、高圧ガス保安協会のＫＨＫＳ

などは、ＩＳＯ規格、アメリカの規格なども参考にしておりますし、今後社会実装が本格

化する水素のサプライチェーンやＣＣＳ事業の整備、レアアース泥などの海底資源開発な

どの分野も国際動向との整合が大事ですので、十分意識してまいりたいと思っております。 

北川委員からは、電事法の海外のメーカーとの関係ということで、後で別の課長から少

し補足させていただきたいと思います。 

澁谷委員からは、これからもロードマップなども持ちながら、しっかりやっていくべき

だということで、しっかり受け止めさせていただきます。地震対策でも、電気とガスのク

ロスでの分析みたいなところも御指摘を頂いたところでございます。 

白井委員からも、電力安全小委の取組を御紹介いただきました。誠にありがとうござい

ます。今回、１年間、各小委員会で、分野ごとに中長期的な取組について議論させていた

だきましたので、新年度もしっかり検討を進めていければと思っております。 

曽我委員からは、人材不足のところでは、これから待遇をしっかりしていかなければい

けないと。御指摘のとおりだと思います。事業者、また、業界団体の皆様ともしっかりコ

ミュニケーションをしていかなければいけないかと考えております。 
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中条委員からは、自治体の役割のところも御議論いただきました。高圧ガス小委員会で

も議論・提起されておりますので、中長期的にどうあるべきか、高圧ガス保安法、国・自

治体・第三者機関の役割分担で執行されていますので、しっかりと議論していければと思

っております。 

辻裕一先生からも、高圧ガス保安分野でのデジタル化の取組の中で、産業用ボイラーの

話の御紹介も頂きました。 

辻佳子先生からは、加藤委員の御議論ともクロスしますが、自主保安の再定義のお話、

それから、これからの時間軸の変化、新しい技術導入、これからの社会の動き、ヒューマ

ンのところ、このあたりの動きなどにも対応して考えていく必要があるといった御指摘も

頂きました。ありがとうございます。しっかり受け止めさせていただきます。 

早川委員からは、電事法改正法案の動き、クロスボーダーの話、それから、産業保安の

ところでは、少子化対策で、どうやって人材を確保していくか、どうやってエンカレッジ

していくかというところの御指摘も頂いたところでございます。 

町野委員からも、化学物質とのアナロジーで、産業保安のところでも人手不足と技術の

代替をどう考えていくのか、特に、具体的な取組をいつまでに、どのようにしていくべき

かというところをしっかりと示した議論をすることを期待するといった御指摘も頂いたと

思います。 

三宅先生からも、人材育成の話で、特に事業者さんのところでは、経営陣と中間管理層

と現場の意識合わせ、安全管理について、どうしっかり目線を合わせていくかといった御

指摘も頂いたところでございます。それから、保安人材の適切な配置を促すための何らか

の制度的なインセンティブを、といった御指摘も頂いたところでございます。 

山田委員からは、地震の話に加えまして、人材のところでは、特に大学での人材育成の

ところでの国や企業の支援を、という御指摘もいただきました。将来を担う方々に産業保

安の職場を選んでもらうために、大学等の育成のプロセスなどに積極的に参画していくと

いう視点も重要だと思いますので、この問題意識を共有して、関係者の皆様と議論できれ

ばと思っております。 

私からは以上ですが、関係課室長から補足で御説明させていただきます。 

○前田電力安全課長  それでは、資料２の５ページ、「製造事業者等の協力を得るため

の措置」に関しまして、北川委員、澁谷委員、辻委員、早川委員から御質問・御指摘を賜

りましたので、時間も押しているので、御質問について御説明申し上げます。 
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まず、こちらの措置は、太陽電池発電に限らず、風力発電、その他の電気設備全般に関

しての措置ということでございます。 

まず、責任の所在はどこにあるのかということで申し上げますと、上の四角囲いの中の

１行目に「設置者責任の原則」という言葉がございます。電気設備につきましては、設置

者は、工事・維持・運用を安全に行っていく責任を有するわけでございます。 

そうしたところ、事故が起きますと、設置者は、事故原因の究明、あるいは再発防止策

を考えることを行うわけでございまして、点検の仕方に問題があったのか、あるいは多角

的な観点、いろいろと見ていくわけですが、その中の一つには、設備自身が内包している

原因もあるのではないかといった事案に当たることもございます。そうしますと、従来の

仕組み、下側のスキーム図でいきますと、「協力の求め」という言葉がございますが、設

置者からメーカー等に、原因究明についての協力を求めることを行います。そうしたとこ

ろ、先ほどの御指摘で、「なしのつぶて」という表現も一部ございましたが、私どもとし

て、この調査に非常に時間がかかる、あるいはなかなかお返事が返ってこないという例も

複数把握しているというのが実態でございます。事故を二度と起こさないという観点から

は、こうした事故原因の究明は極めて大事でございます。設置者がその責任を貫徹してい

くという観点から、製造者の協力を求めていくという措置でございます。 

また、太陽光発電設備、あるいは風力発電設備の製品の多くは、海外の事業者からの輸

入によるものというのは御指摘のとおりでございます。こうした場合、どうするのかとい

う御指摘を複数賜りました。 

下側の①というところを御覧いただければと思いますけれども、先ほど代理店というお

話がございましたが、海外の製品ということになりますと、輸入販売事業者等が関与した

形での設置が非常に多くのケースでございます。そうしたところ、この輸入販売事業者に

対して、協力の義務化というところが関わってくるというのが新しい措置ということでご

ざいます。 

その上で、②のところでございますが、もしこの協力に御協力いただけない場合、設置

者が設置者としての責任を果たそうという場合、支障がある場合には、経済産業大臣から

勧告をすることができる制度を設けたいと考えてございます。 

さらには、協力をしていただけないということになりましたら、協力していただけない

という事実を含めて公表していくといった措置を考えてまいりたいと思います。この公表

措置は、日本市場における営業活動、あるいは商業活動において、影響を与えることが想
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定されますので、私どもとしては相応の措置であると考えてございますが、国外・国内を

問わず、こうした措置を講ずることによって、海外製品についてもしっかりと対応してま

いりたいと考えているところでございます。 

御質問については以上でございます。 

○山瀨調整官  資料４担当の山瀨でございます。 

ほぼ全員の委員の皆様方から御意見を頂戴いたしまして、全てに回答することは今回で

きませんが、大きく３つ回答させていただきたいと思ってございます。 

１つ目は、今回挙げていただいた議論なのですが、我々産業保安・安全グループだけで

解決できるものばかりではないと思ってございまして、キーワードを何個か頂いたと思っ

てございますが、ほかの推進部局、関係者を含めての解決が必要なものだと思ってござい

ます。 

国際系の話も頂きましたが、こちらに関しましても、あと、次世代電力・ガス事業基盤

構築小委員会という別の委員会がございまして、そちらで、例えば、Googleが出資者とな

って、電気工事士の訓練組織をつくるとか、そういう調査を、役割分担をしながらさせて

いただいているところでございまして、我々だけでなく、巻き込みながらやっていきたい

と思ってございます。 

あとは、大きく人と技術の話、２つに触れさせていただけたらと思いますが、技術の話

に関しまして、まず、澁谷先生から頂いた御意見は、おっしゃるとおりとしか言いようが

なくて、こちらのアンケート調査で、「費用対効果が分からないため、投資判断できな

い」という項目にさせていただいていますが、その意味は、費用対効果がないからなのか、

それとも本当に分からないのかというのはちょっと言えないところであるかなと思ってご

ざいます。大手なので、何かしら考えているだろうというところでもありますので、そう

なのかなと。 

ただ、保安力の向上につながるのかは適切に評価する必要があると思ってございまして、

また、経済的なメリットがないと入らないということがある意味、入っているのかなと思

ってございます。協力会社等の中小規模の企業も含めて、技術導入が進むように、制度を

確認していく必要があると思ってございまして、こちらは検討してまいりたいと思ってご

ざいます。 

それから、人の話で、皆様方に5.1万人の数字に触れていただきました。アカデミアの

御協力も御提案いただいたかと思ってはいるのですが、入り口・出口、いろいろあるかと
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思ってございまして、新卒だけではなく、もちろんリスキリング、中途も含めた巻き込み

方が必要だと思ってございます。 

そちらの面に関しましては、つけさせていただいた参考資料の話にもなってくるのです

が、先ほど推進部局の話に触れさせていただきましたが、推進部局だけではなくて、他省

庁も含めて、協力を頂きながら進めていく必要があると思ってございまして、人材政策の

ほうでもまさに人不足の話が出てまいってございます。特に建設系の人が足りないとか、

理系が足りないということは数字上出てございますが、全ての分野で人が欲しいと言って

いるところでございます。当然ながら、全てには分配されないと思ってございますので、

その中で、いかに魅力的なところであるべきなのか、産業を進めていく上で、どういうと

ころが必要なのかということは、省全体で議論させていただきながら進めてまいりたいと

思ってございます。 

また、ニーズ支援のお話もあったかと思うのですが、こちらに関しましては、我々の努

力で少し改善できるところがあると思ってございまして、例えば中小企業省力化投資補助

金というものがございまして、中小企業に使っていただけるような補助金もございますが、

こちらは、この分野では認知度がそんなに高くないという話も今回のアンケート結果で出

てございますので、改善してまいりたいと思っております。 

すみません。全てに答えておりませんが、進めてまいりたいと思ってございますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。人材のあたりは、私もちょっと感じるとこ

ろがあるといいますか、私はこの３月まで放送大学に勤めていたのですが、放送大学は生

涯学習に力を入れているので、既に退職されたような方が学生で来られる形になっていま

して、私、リスクの勉強会などをやっていたのですけれども、大手石油会社の保安部門に

勤めていた人などが来てくれて、そういう人は保安にものすごく興味を持っているのです

ね。好きなので、そういう勉強会にも来てくれるということなのですが、最初から保安を

やっていたわけではないのですね。いろいろなことをやって、やはり保安は大事だという

ことに気がついて、保安が好きになってやっているという感じだと思いますので、若手の

うちから保安の人材を採るのは大変かもしれないけれども、大手で、まだ人の余裕がある

ようなところであれば、その中から保安に向いた人を選んで、だんだん育てていくという

のもありかなと思います。特に化学系の会社の保安部門は社長に直接モノが言えるのです

ね。そういうところの面白さもあるのですね。給料がいいかどうかはちょっと疑問ではあ
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りますが、そういうところに面白みを感じてくれる可能性もあるかなと思ったりします。 

むしろ取り締まる側の人材不足のほうが深刻かもしれないですね。私は消防さんと付き

合いが多くて、消防だと消防法の危険物の取締りなどをやっているのですが、各地の消防

の部局が、取締りというか、認可などの業務をやるのですけれども、それに就いているの

が１年目とか２年目の消防士だったりするのですね。そうすると、立入検査に行っても、

行った先の人のほうが詳しいというのがしょっちゅう起こるのですね。それだと困るので

ということで、立入検査用のかなり詳しいマニュアルをつくりました。だから、そういう

のが必要になってきているのかなという気もするところですね。今、どこも人材不足なの

で、そんな状況かと思いますが、取り締まる側がなめられていてはいかんというのはある

と思いますので、そちらのほうの人材育成も力を入れてほしいなと思います。 

あと、大原委員から防衛やテロの話がありまして、私はこれも非常に大事だと思ってい

るのですが、保安の問題は、どこまで情報公開するかというのが非常に難しいのですね。

これまで、周辺住民に対して、保安の情報は公開したほうがいいと思われていたので、い

ろいろなことを公表しているのですが、保安の情報は、逆に言うと、弱点をさらしている

ようなものなのですね。そういう意味では、テロなどもありますが、最近だと、いたずら

みたいなものも出てくるかもしれないということもありますので、バランスの問題だと思

いますけれども、どこまで公開していいのか、どこら辺で止めておくべきかというのも、

これからは慎重に判断することが必要なのではないかなと感じたりします。 

私からこのあたりのコメントをさせていただきました。 

それでは、湯本審議官からまとめで御発言がございましたら、お願いいたします。 

○湯本技術総括・保安審議官  ありがとうございます。時間が超過していますので、コ

ンパクトにしたいと思いますが、様々な御意見を頂きまして、ありがとうございました。 

改めて、資料１で足元の取組を御紹介いただきつつ、資料４で今後の話をさせていただ

きましたが、非常に多岐にわたる分野で、足元でも様々な事項等ございます。一つ一つ丁

寧に、しっかり対応しているつもりではありますが、これだけやっていても、中長期の保

安確保は大丈夫かということもありますので、少し欲張りですけれども、足元と中長期、

両方を同時並行でやっていこうということで、今回は、ある種、キックオフとして御提示

させていただきました。 

資料４の16ページにありますが、今後の取組の方向性ということで、内部でも議論した

ところを作文させていただきましたけれども、本日頂いたコメントも、おおむねこの趣旨
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に沿ったものであったかなと思います。今後、時間軸を念頭に置いて、これを具体化せよ

というコメントが大宗だったかと思いますので、これからこれをしっかりと形にしていき

たいと思います。 

具体的には、資料１にもありましたが、各分野ごとに縦の系で検討を深化させていく部

分、それから、それぞれの共通課題については横断的に取り扱っていきたいと思っていま

して、この横と縦をうまく連動させながら、具体化を進めていきたいと思います。こちら

の分科会で、中間報告の形でさせていただくことになろうかと思いますが、改めて御紹介

をし、また、御意見を頂ければと思っております。 

それから、今日の資料４は、特に保安を中心にやっていまして、製品安全や化学物質の

部分は、ピースとしては抜けているわけですが、御示唆いただきましたように、それぞれ

に共通項がございますので、そういった分野も含めて、産業保安・安全グループ全体とし

て、この課題に取り組んでいきたいと思っております。 

技術のトレンドはなかなか予測が難しい部分もありますが、人口動態の問題は明確な将

来像が見えていますので、こういった部分は、後手に回らないように、しっかりと対応し

ていきたいと思っていますので、また皆様方からお力添えいただければと思っております。 

本日はありがとうございました。 

○大谷分科会長  ありがとうございました。 

時間が超過してしまいましたが、貴重な御発言を頂きまして、ありがとうございました。 

これにて、予定されていた議題は終了しましたので、事務局にお返しします。 

本日はありがとうございました。 

○田岡保安政策課長  本日はありがとうございました。 

議事録につきましては、事務局で作成した後、委員の皆様に確認いただいた上で、ホー

ムページ上に公開いたします。 

以上をもちまして、第15回保安・消費生活用製品安全分科会を終了いたします。ありが

とうございました。 

 

                                 ――了―― 


